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         午前９時５７分  開 会 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      皆さん、おはようございます。 

      時間少し早いんですが、皆様おそろいですので始めたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

      それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

      本日の審査は、お手元に配付の審査日程により進めてまいりますので、円滑な議事

運営にご協力をお願いいたします。 

      審査に入る前にあらかじめ申し上げます。質疑に当たっては、簡潔明瞭にわかりや

すく、また答弁においても同様にお願いいたします。 

      これより審査を行います。 

      審査の対象は、総務課、まちづくり政策課、財政課です。 

      なお、各課の出席職員については、９月の決算特別委員会以降、関係する職員の異

動はありませんので、紹介は省略させていただきます。 

      説明が終了していますので、直ちに質疑に入ります。 

      質疑ありませんか。１番千坂博行君。 

 

千坂博行委員 

      おはようございます。 

      それでは、私から質問は２つほど総務課のほうにお願いします。 

      各種会計予算及び予算に関する説明書の37ページ、２款……、ごめんなさい。要す

るに婚活に関するところですが、ことし予定している内容等を教えていただきたいな

と思いますのと、もう一つ、同じく74ページの８款１項５目災害対策費ということ

で、Ｗｉ－Ｆｉの設置が予定されているということですので、もしかして聞いたかも

しれないんですけれども、どこに設置されるのか、あとは災害ということですので、

どのような機器なのかというのをお聞きしたいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 
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      おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

      それでは、私のほうから千坂委員さんの１つ目の質問、婚活についてお答えいたし

たいと思います。 

      婚活につきましては、29年度、今年度は２回行いまして、バスツアーとあと婚活パ

ーティーというようなことで行っております。来年度、平成30年度におきましても、

今年度比較的参加者のほうも定員ほぼ満たしておりまして好評だったことから、来年

度も同様のバスツアーと婚活パーティーを行いたいというふうに思ってございます。

なお、それに付随しまして、事前のセミナーと事後のセミナーということで、委託を

しまして、その業者のほうからレクチャーをしていただくというような内容を考えて

いるところでございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      おはようございます。それでは、千坂委員のご質問にお答えいたします。 

      Ｗｉ－Ｆｉの設置箇所についてでございますけれども、避難所と指定しております

町内の箇所のうち、11カ所、避難所という指定している箇所がございます。何か細か

いところまでよろしいですか。それでは、吉岡地区におきましては、まほろばホー

ル、町民研修センター、ひだまりの丘のほうに設置を予定しております。それで、宮

床地区、杜の丘、小野地区、あわせてでございますけれども、宮床基幹集落センタ

ー、小野小学校体育館、南部コミュニティセンターの４カ所になります。吉田地区に

つきましては教育ふれあいセンター、あと鶴巣地区になりますと鶴巣の教育ふれあい

センターと鶴巣防災センター、あと落合地区になりますと落合の教育ふれあいセンタ

ーのところになります。そのほかに観光地のほうの施設としまして七ツ森の陶芸体験

館、花野果ひろばと吉岡のほうの本陣案内所、特に観光客の方々が来るという形で、

万が一災害になった場合、避難的な施設になり得る施設という形で、観光的な施設を

設置予定でございます。そのほかにあと大和町役場の庁舎という形で、ポイントにつ

きましては、１階から３階までの交流ホールにＷｉ－ＦｉのＡＰ施設設置をする予定

でございます。そのほかに、補助対象外ではございますけれども、単独で宮床宝蔵の

ほうに設置をする予定でございます。以上補助対象が15カ所で単独が１カ所の16カ所

に設置を予定しております。以上でございます。 
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委 員 長 （堀籠日出子君） 

      千坂博行君。 

 

千坂博行委員 

      それでは、再質問させていただきます。 

      まず婚活のほうなんですが、最近ですと性格、嗜好なんかをいろいろ考慮してコン

ピューターでのマッチングなんかも効率がいいというお話が出ていますが、従来どお

り今回はやるということですので、その結果を追跡調査していないというようなお話

でしたが、ここが効果を上げるという意味では、やっぱり追跡調査があって今効果が

出ているよというやつにシフトしていくというのも必要なのかなと思いますので、そ

の辺、どう思われるか。 

      あとは、防災のほうのＷｉ－Ｆｉなんですが、防災といいますと緊急時ですので、

要は停電時等、Ｗｉ－Ｆｉというのは使えるのかどうかというのを確認したいと思い

ます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      それでは、千坂委員さんの再質問にお答えさせていただきます。 

      今年度、29年度におきましては、バスツアーとあとパーティーを行いまして、それ

ぞれ８組のカップルが誕生しております。その際に後追い調査といいますか、ぜひそ

の後の結果についていいぐあいになったとき、そのときはぜひ町のほうにもお知らせ

くださいというようなお話をさせていただいておりまして、１組についてはゴールイ

ンの予定が立ったという大変うれしい報告をいただいているところでございまして、

結果が出て大変よかったなというふうには思っているところでございます。前にも一

度答弁させていただいたときに、なかなか個人的なプライバシーの部分もあって追跡

調査の部分は難しいというようなお答えさせていただいたんですけれども、そういっ

たやんわりとしたといいますか、結果の報告をいただくようなふうにはこれからも継

続していきたいなというふうに思っております。以上でございます。 
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委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、Ｗｉ－Ｆｉについてでございますけれども、Ｗｉ－Ｆｉにつきましては

電源が必要でございますので、停電のときには使用が不可能というような形になりま

すので、ただコンセントから電源をとるという形ですので、発電機からの電源をとる

とＷｉ－Ｆｉの使用も可能という形でございますので、災害のときはそういった利用

になるかと思います。 

      利用につきましては、あと通常、平常時につきましては登録制によって一般の方々

が使えるという形になりますけれども、災害のときはフリーという形でございますの

で、そのときにどなたでも登録なしでも使えるというようなＷｉ－Ｆｉ設定を予定し

ております。以上です。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      千坂博行君。 

 

千坂博行委員 

      婚活に関しては了解しました。１組成立されたということですので、実績が上がっ

ているなと思いますので、今後とも引き続き頑張っていただきたいと思います。 

      Ｗｉ－Ｆｉに関しては、電源がないとだめだということですので、ぜひ電源をそろ

えて災害時の対策もというのをやられるか、全戸にＷｉ－Ｆｉの設備として電源を導

入するのか、そこだけ、Ｗｉ－Ｆｉのほうだけお聞きします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      Ｗｉ－Ｆｉの電源の確保でございますけれども、今の段階では災害のときには発電

機を利用するという形を考えてございます。よろしくお願いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 
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      ほかにありませんか。４番馬場良勝君。 

 

馬場良勝委員 

      それでは、私のほうから何点か質問させていただきたいと思います。 

      まず初めに総務課からです。説明書の28ページ、２款１項１目３節職員手当等の中

に地域手当17万円というのがございます。昨年度はなかったようですが、この地域手

当というのは何なのかをご説明いただきたいと思います。 

      それから、同じく36ページの２款１項10目15節の工事請負費、Ｊアラート受信機と

いうことですが、工事の内容をもう少し詳しく教えていただければと思います。 

      それから、同じく36ページの２款１項12目11節印刷製本費59万7,000円減でございま

すが、どのような理由で減らしたのかを教えていただきたいと思います。 

      同じく36ページの２款１項13目コミュニティ施設費の中の前年度1,000万円ほどです

か、計上されていたと思うんですけれども、これがなくなっているんですけれども、

何に使って、ちょっと多分聞き漏らしたと思うんですけれども、その辺をお答えいた

だければと思います。 

      同じく73ページの８款１項３目18節ですかね、備品購入費の中で、機械器具費、中

町班のポンプ、ポンプ車ということでございますけれども、これで要は装備品も全て

含めての金額なのかどうかをお答えいただきたいのと、それから不用になった古いほ

う、どのように処分されるのかをお答えいただければと思います。 

      それから、主要な施策のほうの説明書ですね、こちらのほうの、ちょっと千坂委員

とかぶるかもしれないんですけれども、婚活事業の中で、29年度は29年度から実施と

いうことで載っていたんですが、30年度は28年度から実施ということで、単なるミス

だとは思うんですけれども、ちょっとどうしたのかなと思ったところでございます。 

      それはおいておいて、中身のほうで、年２回、うち１回は12月と29年度はなってい

たんですけれども、今年度それが取り外されているということで、何か事情があって

変えたのか、それとも前年度どおりやるのかというのをお答えいただければと思うと

ころでございます。 

      それでは、財政課のほうに、こちらもお伺いしたいと思います。 

      説明書の16ページ、14款１項１目１節施設使用料、吉岡コミュニティセンター使用

料の前年度から70万円ほど減額されていると思うんですけれども、その理由をお答え

いただきたいと思います。 

      同じく17ページ、14款１項５目２節公園使用料33万1,000円ですかね、ふえておりま
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す。どのような理由があったのかをお答えいただきたいと思います。 

      同じく14款１項６目３節社会教育使用料の中で、まほろばホールの使用料が195万円

ほど増でございますが、その理由をお答えいただきたいと思います。 

      同じく、今度は23ページです。18款１項４目ふるさと寄附金500万円の減で計上され

ておるところでございます。返礼品の関係でということでございましたが、500万円の

減で済むのか、その辺の予想の見立て方というのをどのようにされたのかをご答弁い

ただければと思います。 

      同じく32ページ、２款１項６目11節需用費の中で、この需用費の中にそろそろプリ

ウスのバッテリー、本体バッテリーの、充電バッテリーのほうの交換時期が来ている

ものがあると思うんですけれども、それはリースのほうで賄われるのか、それとも町

で所有しているものは町のほうで見込んでおられるのか、それが入っているのかどう

かをお答えいただきたいと思います。 

      同じく32ページ、２款１項６目15節工事請負費で、喫煙所設置というお話をいただ

きましたが、これ多分喫煙所設置費だけではなかったと思うので、もう一度ご説明

を、聞き漏らしたと思いますので、お願いしたいと思います。 

      それから、27号関係資料の中の７ページ、委託料でございます。16.7％から17.6％

へ委託料のほうがふえていると思いますけれども、財政課として適正値、どのぐらい

に思われているのか。いろいろ委託料はたくさんありますけれども、今後も伸びる見

通しなのか、その辺もしお答えいただければお願いしたいと思います。 

      それから、まちづくり政策課に２点ほどお伺いをいたします。 

      済みません、ページ、ちょっと申しわけない、２款１項６目19節負担金補助及び交

付金の中で、東北活性化研究センターというところへ29年度、その負担金５万円ほど

なくなったんですけれども、これは、ここがなくなったのかどうかお答えをいただき

たいと思います。 

      それから、主要な施策の１ページ、デマンドタクシーの件でございます。現在の登

録者数と今後の目標というんですかね、どのぐらいに定めておられるのかをお伺いを

いたします。 

      ちょっと長くなって申しわけありません。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 
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総務課長 （櫻井和彦君） 

      それでは馬場委員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

      私の答弁する部分については２点でよろしかったかと思うんですけれども、初めに

地域手当でございます。地域手当につきましては、済みません、ちょっと説明の文章

をちょっと読ませていただきますけれども、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切

に反映するよう、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員の給

与水準の調整を図るために支給される手当という目的でございます。仙台市あるいは

富谷市についてはその対象地域というふうになっておりまして、そこに勤務する職員

に対して６％の手当を支給しているところでございます。具体的には、現在県のほう

に派遣されている職員に対するものというふうにご理解いただければなというふうに

思います。 

      それから、主要な施策概要の縁結び応援事業でございますが、縁結び応援事業と銘

打って事業を始めたのは確かに29年度から、今年度からでございます。それ以前から

結婚相談所であるとかそういったものをやっておりまして、継続でずっとやっておっ

たところではございますけれども、そういったことでございます。 

      実施時期でございますけれども、昨年までは12月というようなことで、ここに入っ

ていたというご指摘でございましたが、今年度も当然12月、島田飴の時期でございま

すので、その近辺を実施時期というふうには考えておるところでございますが、いろ

んな事情を勘案しまして、できるだけ参加者が多いときにやりたいなというふうに思

っておりますので、基本的にはその辺、島田飴近辺、それからバスツアーについては

昨年、今年度については９月実施だったんですけれども、その辺、これから検討させ

ていただいて、参加者が集まりやすい時期に行いたいというふうに思っております。 

      以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、馬場委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      最初に２款１項10目の工事請負費でございます。Ｊアラートの改修工事という形で

ございますが、国の消防庁のほうから今年度になりましてＪアラートの新型の受信機

という形で整備するようにという全国のほうに通知がございまして、29年の補正予算
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でしておる市町村もございますけれども、大和町の場合は30年度の当初という形で、

30年度の３月までに切りかえをお願いしたいという形で消防庁のほうから来ておりま

すので、30年度の予算で計上させていただきました。現在は、Ｊアラートにつきまし

ては、古い型と新しいほうの両方の消防庁のほうからの電波がというか伝達できる仕

組みになっておりまして、大和町の場合今のところは旧型の受信機で受けられる状況

でございますので、３月過ぎますと、来年度、31年度、再来年度になりますとその受

信ができなくなるという形になりますので、新しい受信機を設置をするというような

形でございます。 

      それからあと、73ページの消防ポンプ車についてでございますけれども、中町班の

ほうに新しい装備、フル装備をした内容で更新といいますか新型ポンプ車を導入した

いと思っておりまして、その古いポンプ車につきましてはですけれども、車両の査定

とか今後受けまして、可能であれば公売とかそういった形も検討していきたいとは考

えておりますが、そういう状況でございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      それでは、馬場委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      まず最初にコミュニティ施設費の関係でございますけれども、29年度は金取北地区

の集会所のほうに助成をしてございまして、30年度につきましては予定がございませ

んので、全額減額という状況でございます。 

      続きまして、コミュニティセンターの吉岡コミュニティセンターの施設使用料の減

につきましては、これまでの計上が少し過大だったということで、２年ほどの実績を

見まして減額を今回はさせていただいておるところでございます。 

      あと、使用料につきまして二、三点ご質問いただいてございますけれども、公園使

用料等につきましては、所管課が都市建設でございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

      あと、それからふるさと寄附金のご質問でございます。ふるさと寄附金につきまし

ては、29年４月に総務大臣からの要請で、返礼品、過大なものにならないようにとい

うようなことで、従来40％の還元率で設定をしてございましたが、10月から30％、総

務大臣の要請に従ったということで、30％以内に抑えたという状況でございまして、
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現状28年度では2,900万円ほどの寄附金がございましたが、29年度今時点の現在で

2,000万円を少し超えるぐらいの金額、大体３分の２になっております。来年の予算の

計上につきましては、大変迷ったんでございますけれども、ちょっと過大に見積もり

過ぎてもどうかなということで、予算編成時点での実績に合わせる形で設定をしてご

ざいました。ことしの状況を見ますと、この予算は上回ってくるかなと思っておりま

すので、そういった事態には補正で対応していきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

      続きましては、プリウスのバッテリーでございますね。プリウスも台数それなりに

ありまして、年数経過しているものもございますけれども、30年度におきましてはそ

のバッテリー交換の予算は計上はいたしておらないところでございます。 

      あと、続きまして、工事請負費関係でございます。工事請負費につきましては、

少々お待ちください。庁舎関係で申し上げますと、無停電電源装置の蓄電池の更新工

事、あと防災無線室の空調増設工事でございます。こちらも機器とかがふえておりま

して、ちょっと温度管理が困難な状況がございますので、増設ということでございま

す。それから、空冷チラーの修繕工事ということで、29年度におきまして８基あるう

ちの６基を修繕したところでございまして、残る２基分の修繕工事ということでござ

います。修繕工事とは言っていますけれども、メーカーが大体想定しています運転時

間が経過したということでの弁やそういったものの交換をする工事ということでござ

います。 

      それから、喫煙所の設置工事ということでございまして、現在の駐輪場の一角を喫

煙所として少しつい立てみたいなものを設置しまして区分をしていきたいなという工

事でございます。 

      あと、各施設に係る工事といたしましては、便器の洋式化を考えてございます。各

施設の便器、全て和式ではなくて一部洋式化はしてあったんですけれども、和式を１

つだけ残すような形で洋式化をしていきたいという形でございます。 

      工事につきましては、以上でございます。 

      続きまして、説明資料の委託料の増加ということでございますけれども、30年度に

おきましては建設関係での委託料、設計でありますとか、あとは施工管理に関する委

託料も増加しておりますし、さらにはあと子育て支援関係での委託料、児童クラブ増

員ですとかそういった形での委託料の増が見込まれてございまして、そういったこと

が要因となりまして増加ということでございます。 

      以上でございます。 
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委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      おはようございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

      まちづくり政策課、２点ほど馬場委員さんのほうからご質問があったところでござ

います。 

      まず１点目、東北活性化センター、平成29年度、５万円の負担金のほう措置をさせ

てもらっていたところですけれども、30年度におきましては、東北活性化センターに

つきましては約160の団体が賛助会員ということでなっております。そのうち自治体に

つきましては14団体といった部分でございまして、内容等につきましては、東北のほ

うに限定をいたしました地域活性化、産業活性化の観点からということでの負担金と

いうことで支払いをさせていただいておったところでございます。あと、30年度の部

分におきまして、地域活性化センターという部分で７万円の負担金の部分を措置をさ

せていただきまして、内容等を精査いたしましたらほぼ同一の内容といった部分がご

ざいましたので、こちらの部分について削除させてもらったといった部分でございま

す。 

      次に、町民バス、デマンドタクシーの登録者数と目標というのでございます。登録

者数につきましては、まず前年度なんですけれども、前年度736人の登録者の部分があ

ったところでございます。30年の２月末現在で790人という形で、今現在790人の登録

者となっておるところでございます。目標ということでございますが、デマンドバス

につきましては多くの方が70歳以上の方が利用されているといった部分がございまし

て、75歳以上の後期高齢者になりますと3,300人ぐらいが後期高齢者の部分になってい

るということを鑑みまして、こちらといたしましては数ではなくて一人でも多くの方

に登録をしてもらいたいといった部分で取り組んでまいりたいというふうに思ってお

るところでございます。そのためにはＰＲそのものが必要になってくるのかなといっ

た部分で、まちづくり政策のほうではそのように考えておるところでございます。以

上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      馬場良勝君。 
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馬場良勝委員 

      それでは、何点か再質問をさせていただきたいと思います。 

      婚活事業なんですけれども、私も別な団体でちょっと携わったことありまして、非

常に課長のおっしゃるように後追いがなかなか難しくて、先ほど千坂委員のほうにも

ご回答いただいたんですけれども、非常にカップル数も多くできているのかなと、私

の経験からいうといいことだなと思うんですけれども、やはり先ほど課長おっしゃっ

たように時期とあと内容と常に見直していかないと、いろんなところで今各自治体も

やっております。各団体もやっております。そういう意味では、中身のほうを毎年毎

年見直しながらやっていかれるんであろうと思いますけれども、今年度、もし新たな

何かお考えであるのであれば、もう一度ご回答をいただきたいと思います。 

      それから、先ほどちょっと聞き取れなかったんですけれども、ポンプ車のほうなん

ですけれども、装備品全部積んでということでいいのかどうかをもう一度。要は全部

搭載した形で購入という形でよいのかどうかをもう一度ご回答いただければと思いま

す。 

      それで、あと財政課は、プリウスの件はないということで、一応安心いたしまし

た。金額がかなり張るものなので、当初予算でもし必要であれば組んでいただければ

幸いかと思います。 

      それから、喫煙所なんですけれども、今課長のお話ですとつい立てをということ

で、ということは、要は閉じないでという形なのか、その辺をもう一度ご答弁をいた

だければと思います。 

      それから、まちづくり課のほうなんですけれども、デマンドタクシーのほうで790人

現在ということでご回答いただいたんですけれども、少し町民の皆さんの数からする

と、あと高齢者の方の数からすると、少し少ないのかなと。今後、ＰＲをもっと図っ

ていくということなんですけれども、なかなかちょっと浸透していない部分もあるの

かと思いますので、一応予算をこうやって事業として組んでいる以上、もう少し浸透

を図っていただくような見通し等があるのであれば、もう一度ご回答をお願いしたい

と思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 
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総務課長 （櫻井和彦君） 

      それでは、馬場委員さんの再質問にお答えをいたします。 

      内容、２回バスツアーとパーティーと行いまして、そのたびにアンケートを記入い

ただいております。よく多いのがアウトドア系のをやってほしいとか、あとはスポー

ツ系、例えばボーリング大会とか、そういったものをやってほしいとかという意見は

よくあります。あと、内容的にはフリータイムの時間が短いとか、いろんな意見、そ

れこそ個人個人で思うところが違うところがありますので、いただいているところな

んですけれども、バスツアーにつきましても、前年度のアンケートの結果を踏まえま

して、そういった少し若干アウトドア系のものを企画ということで、今年度実施した

ところでございます。参加者の方々の要望、いろいろ個人個人さまざまでございます

けれども、いろんな意見を踏まえまして飽きられることのないように常に参加者、応

募をいただけるように工夫していきたいなというふうに思ってございます。以上でご

ざいます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、馬場委員さんのご質問にお答えいたします。 

      新たに購入するポンプにつきましては、消防の消火活動とか業務の活動を行える装

備品を全部しての購入という形を考えております。以上です。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      それでは、馬場委員さんの再質問にお答えさせていただきます。 

      喫煙所の設置工事の内容ということでございますけれども、現在の駐輪場の角を利

用いたしまして、角を利用いたしますと壁面が２カ所ある形になりますので、もう２

カ所をパーテーションのようなものを設置して、完全に部屋にするというわけではな

くて、上のほうと下のほうは少しあいた状況ということで、あとそれで囲んだところ

に灰皿を設置するような形で検討しているところでございます。以上でございます。 
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委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      それでは、馬場委員のさんのご質問にお答えさせていただきます。 

      デマンドタクシーについてですけれども、町の広報並びにホームページ、あと区長

会議等ございますので、その際にはこちらのほうからご説明を申し上げまして、地区

の皆様のほうにはお話をしていただくというような形で考えてまいりたいというふう

に思っております。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      馬場良勝君。 

 

馬場良勝委員 

      おおむね了解をしたところでございます。婚活事業については、いらっしゃる方の

足というかそういうのもなかなか大変なところがありまして、駅まで迎えに行ったり

とか、あとそういうのもかなり私のときもやった記憶がございます。なるべく、ちょ

っと交通の便、なかなか大和町、いいとは言いがたいと思うところもありますので、

その辺、ケアしていただいて、非常にいい事業だと私も思っておりますので、今後も

継続してさらなる発展を期待したいと思います。もし何かあれば。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      交通の便、確かになかなかバスも高速バスはありますけれども、不便なところござ

います。今現在も泉中央からの送迎を行っております。希望制です。行っておるとこ

ろでございますので、なお継続しまして縁結びのまち大和町、少しＰＲに努めていき

たいなというふうに思っております。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 
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      ほかにありませんか。10番今野善行君。 

 

今野善行委員 

      じゃ、私も、説明のときに聞き落とした部分もあるかと思うんでありますが、総務

課に３点ほど、財政課に１点、まちづくりに１点お伺いしたいと思います。 

      まず、30ページの関係でありますが、２款１項１目であります。研修費の関係であ

りますが、140万円でしたかね――の計画になっているんですが、現有職員、何人が対

象になっているのか、金額的に少ないのではないかなというふうに感じたところであ

ります。あわせまして、例えば突発的といえば変ですけれども、研修に派遣せざるを

得なくなった場合の対応はどういうふうにされるのか、お伺いしたいと思います。 

      それから、32ページ、財政課だと思います。車の借上料であります。公用車がリー

ス料の計上になっているんですが、内容についてお伺いしたいと思います。 

      関連しまして、同じくそこの18節なんですが、これは備品購入で公用車を購入する

というふうに記憶しているんですけれども、リースの場合と購入する場合との何か立

て分けといいますか、どういうふうに区分しているのか、そこの考え方をお伺いした

いと思います。 

      それから、34ページ、まちづくり政策課でありますが、負担金の中に移住・定住フ

ェアで10万円ほどの予算が計上されております。これは、どういう内容で、あるいは

開催場所等、どこで開催されるのか、わかっておればお伺いしたいと思います。 

      それから、ちょっと戻って恐縮です。同じく34ページの総務課でありますが、これ

は委託料であります。マイナンバーカードの旧姓を導入するということ、その対応で

直すというみたいなんですけれども、その根拠。マイナンバーについては、既に先日

髙平委員のほうからも質問ありましたけれども、もう既に発行が何回もされているわ

けでありますけれども、そこの根拠は一体どういうことなのかなということでありま

す。 

      それから、もう一点、同じく２款１項７目なんですが、委託料の中で、本庁舎、出

先機関のネットワーク環境不足対策整備で540万円計上されております。これもし私の

聞き違いでなければ、さっきのＷｉ－Ｆｉの関係であれば答えはいいかと思うんであ

りますが、以上、お伺いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 
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総務課長 （櫻井和彦君） 

      それでは、今野委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      私のほうからは、研修関係と電算関係の部分についてお答えさせていただきます。 

      まず研修関係でございますけれども、例年派遣の項目についてはほぼ同じ項目なん

でございますけれども、新規採用職員研修については16人ほどを予定してございま

す。それから、一般職員研修、これは採用後３年から７年程度の職員を対象に行って

いるものでございます。これが16人。それから、一般職員研修の２といたしまして８

年以上の職員で８人、監督者研修、これになりますと新任の係長、これが４人、同じ

く監督者研修の２ということで、係長昇任後５年ほど経過した職員について５人、そ

れから監督者の上の管理者研修というものがございまして、これは新任の課長補佐で

ございますけれども、予定が２人、それから管理者研修の２といたしまして新任の課

長ということで、これは２人を予定しております。それから、管理者研修の３、現任

課長ということで、ある程度年数のたった課長について２人を予定してございます。 

      そのほかにさまざまな専門的な研修、例えば簡単なところからいいますとワードと

かエクセルの研修であるとか、そのほかの専門的な研修、それから長期にわたる研修

といたしまして、東北６県の職員が集まって研修をいたします中堅職員の研修、それ

から主任級の職員の研修、それぞれ２カ月、１カ月というようなスケジュールでござ

いますけれども、これも２人ずつ見込んでおります。それから、千葉県のほうにござ

います市町村アカデミーへの派遣の研修、これも３人ほどを見込んでおります。それ

から、滋賀県にございます国際文化アカデミー、こちらへの派遣も２人ほど見込んで

おります。 

      そういったことで、予算的には十分な予算を確保できたのかなというふうには思っ

てございます。ただ、突発的な部分、緊急にこういった研修に行く必要があるとか、

例えば29年度ですと農業関係の研修に行っていただきました。それも補正で対応させ

ていただきました。既存の予算で行ける分については、この人数もあくまで予定でご

ざいますので、その中で対応できる部分は対応させていただいて、難しい部分につい

ては補正のほうでお願いをしたいなというふうに思っているところでございます。 

      それから、電算関係でございます。マイナンバーカードの旧姓の併記でございます

けれども、これにつきましては29年度、今年度で一旦予算化をさせていただいたとこ

ろでございました。補正でかなりの金額、減額をさせていただいたんですけれども、

国からこういった国の予算で、国の補助金で、交付金で全て行っているところでござ
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います。その仕様等全て国から来た仕様で行うものでございまして、今年度予定して

いた部分の仕様書が国から届かなくて全てを対応することが難しいということで、補

正でおろさせていただいた部分を30年度に回させていただいたというような内容でご

ざいますので、ご理解をいただきたいなというふうに思ってございます。 

      それから、ネットワーク、本庁舎それから出先機関とのネットワークの不足の対応

についてでございますけれども、29年度の補正予算のほうで職員の端末の増設、10台

ほど予定をさせていただいておりました。それに関連しまして、この庁舎ができたと

きに庁舎内にネットワークの回線を全て張りめぐらせておるわけなんでございますけ

れども、その後やはり職員がふえている。それから、端末の機械もかなりふえており

ます。我々職員が机の上で使う端末だけではなくてそれぞれの業務で使う端末という

ものもかなりふえておりまして、回線がそれこそいわゆるタコ足のような状態になっ

ておりまして、どこかで故障が起こると、その原因を探るのが大変難しいような状況

になってきております。そういった事故的なことを防ぐため、事故が起きた場合に備

えまして、その回線を整理させていただくというような工事の内容になってございま

して、29年度で行いましたネットワークの分離とかそういったこともございまして、

回線が大変混雑してきていると、それを解消するための工事の委託料であるというふ

うにご理解をいただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      それでは、今野委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      財産管理費の中の使用料及び賃借料、車借上料と18節備品購入の関係でございます

けれども、まずリースにつきましては、ことしリース期間が切れますことから、３台

リースの更新という形の予定をしてございます。30年度においてです。それで、18節

で購入する分につきましては、現在四駆タイプ、いわゆるＳＵＶとかと言われている

ような四駆のタイプの車両が現在29年度に更新時に通常の乗用車にしてしまいました

のでなくなっておりまして、大和町、当然山林とか結構広い面積を有しているわけで

ございまして、どうしてもそっちを走行するような車両が必要だろうということで、

今回の更新に当たりましては、そのＳＵＶタイプの四駆の車という形を考えてござい

まして、そうしますと荒れているところを走行するということもありますし、そうい
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った車、通常のリース期間より10年とか長く乗ればむしろ購入のほうが年当たりのコ

ストは下がるのかなというふうなことを考慮しまして備品費に計上したという状況で

ございます。以上でございます。よろしくお願いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      それでは、今野委員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 

      移住・定住フェアの関係でございます。開催場所につきましては、今年度30年の１

月21日に東京ビッグサイトで開催をされておるところでございます。30年度につきま

しても、同様の場所ということで、今現在聞いておるところでございます。内容等に

つきましては、気になる地域に直接相談をして自分らしい生活を見つけてみませんか

といった部分で、移住・定住の関係での相談といった部分でございます。なお、１月

21日に参加をさせていただいた際には、大和町のほうのブースのほうに28名の方がご

相談をされておったところでございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      今野善行君。 

 

今野善行委員 

      はい、わかりました。職員研修については、今職員の状況も若くなってきていると

いうのもあるかというふうに思いますし、やっぱり人材育成という意味では重要な部

分かなというふうに思います。あと、ちょっと見えないところは、各部署といいます

か各課で派遣するような専門的な研修、これの研修の部分というのが各課のどこで予

算化しているのかというのがちょっと見えないかなというふうに思っておりましたの

で、それを含めて質問させていただきました。 

      それから、車両の関係については今の説明で理解したところでございます。いわゆ

る今度総合管理計画の固定資産絡みも含めて、この辺もどういう管理をしていくのか

やっぱり重要な部分かなというふうに思いますので、あわせて伺いしたところでござ

います。そういう意味で、リース部分と取得部分との区分もある程度基準といいます

か考え方を整理しておかないとまずいのかなというふうに思いましたので、質問した
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ところであります。 

      それから、移住・定住フェアについては、今比較的若い二、三十代の人でやっぱり

地方に住みたいという人が大分総務省あたりの調査ですとふえてきているようであり

ますので、この取り組みもいいかなというふうに思います。ただ、その中で、町とし

て移住・定住してもらうのにどんなＰＲをしているのか、もしその対応の仕方、今ま

での経験を含めてあればお伺いしたいというふうに思います。 

      それから、もう一点のマイナンバーカードの関係なんですが、国の絡みがあるよう

でありますけれども、これ実質的、実際に発行した部分もあって、その運用に問題が

ないのかどうか、ちょっとその辺わかればお伺いしたいというふうに思います。 

      あと、ネットワークの関係については、理解をさせていただきました。以上、お願

いしたいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      それでは、今野委員さんの再質問にお答えさせていただきたいと思います。 

      研修関係でございますけれども、総務課で予算措置している以外に各課でもそれぞ

れ研修に係る分、必要な部分は予算措置しているところでございます。ただ、最近な

かなか旅費がかかる、いわゆる泊での研修というのが以前よりかなり少なくなってき

ておりまして、日帰りの例えば仙台で、県庁で行われる研修であるとかそういったも

のが多いのかなというふうには思っているところでございます。 

      それから、マイナンバーカードでございますけれども、制度が始まってからまだそ

れほど年数はたたないんですけれども、毎年のように新たな追加の執行とかそういっ

たものが出てきておりまして、そのたびに町のほうでも改修を行っているというよう

な状況にございます。もう既にマイナンバーカードをお持ちの方は当然いらっしゃい

ますので、そこで、例えば私、今回旧姓併記の仕様に変更になるわけでございますけ

れども、旧姓併記をしたいというような申し出があった場合は再発行可能ということ

でございます。ただし、マイナンバーの番号が変わってしまうというような弊害もあ

るというところでございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 
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      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      今野委員さんのリースと購入の区分の仕方ということでのご質問でございますけれ

ども、リースにつきましては、財政課が管理しております共用車、そちらを中心にリ

ースをしております。一部各課の部分もございますけれども、基本的には毎日ほぼ定

期的に運行されるような車両につきましてはリースという考え方を持ちましてやって

おりまして、今回購入することになりましたような使用頻度はそれほど高くないよう

なやつで、酷使するような状況になりますものですから、購入のほうがよろしいかな

ということでの購入でございました。そういった考え方でやってございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      移住・定住フェアの対応の仕方という部分でございます。まず、良縁に恵まれる島

田飴の部分についてのご紹介、そういったものもやらせてもらっております。その上

で、あと四季折々の写真、そういったもので町のＰＲをさせていただいた上で、また

大和町でやっております助成事業等についてご説明のほうをさせていただいておると

ころでございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      今野善行君。 

 

今野善行委員 

      おおむね理解をいたしたところであります。 

      ただ、移住・定住の関係なんですが、今町でも空き家バンクの取り組みもしている

わけでありますけれども、そういった部分でのぜひ大和町に住みたいということがあ

れば、そういった部分の取り次ぎといいますか、そういう部分もやっぱり必要なのか

なと。移住してきた人が田舎だけじゃなくて、例えばまちなかの空き家もあるかと思

うのでありますが、そういう場合のリフォームとかそういうのも助成を予定している
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わけでありますから、そういうのを含めて人を呼び込むという意味では必要なのかな

というふうに思いますけれども、もしお考えあればお伺いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      それでは、お答えをさせていただきます。 

      今年度も移住フェア・定住フェアに参加をさせていただきますので、空き家バンク

等についてもご説明のほうをしてまいりたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      ほかにありませんか。８番千坂裕春君。 

 

千坂裕春委員 

      説明書の28ページの２款１項総務管理費の中の総合教育会議ですけれども、国では

27年度から移行になっている会議だと思うんですが、教育長の任期の関係で本町にお

いては29年度からになっているかとは思うんですが、ちょっと年度間違えていたら済

みません。26年度のまず実施時期とあとは回数、それと会議の内容をまず聞かせてい

ただきたいのが１点。 

      それと説明書の29ページ、総合案内所に臨時の職員を配置して現在行っている職員

の総合案内をやめる方向と伺っております。そういった中で、ちょっと課がダブると

いうか連携しているところあるかと思うんですが、副町長もいらっしゃるのでお伺い

しますが、あそこは総合案内となっております。町民生活課のほうに総合窓口とあり

ます。この違いをまずお聞かせいただきたいのと、この契機にこの両方の案内を統合

するのかどうかということをまずお伺いしたいところです。 

      それと、財政課の資料の大和町議会３月定例会議議案説明資料の27号分で、基金の

関係で、５ページなんですが、そこにふるさと応援基金、ふるさと創生基金、それと

まちづくり基金とございますが、それぞれの目的、それと具体的に何ができるのかと

いうものをそれぞれ一つと、申しわけないですけれども、それぞれ３基金の中で禁止

されているお金の使い方は何かということをお聞かせいただきたいんですけれども。 
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      以上３点です。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      それでは、私のほうから千坂委員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

      ２点ですね。総合教育会議関係と、あと総合窓口、総合案内関係ということでござ

います。 

      まず、総合教育会議でございますけれども、この会議、発足しましたのが平成27年

度でなかったかと思います。平成27年度についてはスタートの年ということで、教育

に関する大綱を策定する必要があったことから、３回開催したというふうに記憶いた

しております。申しわけございません、ちょっと日にちまでは今わかりかねます、申

しわけございませんが。それから、28年度については１回、これ１月に開催させてい

ただきました。今年度29年度については、２月末に開催させていただいたところでご

ざいます。今回予算措置させていただきましたのが旅費、費用弁償の部分だったんで

ございますけれども、これまでは教育委員会と同日開催でやってきたものですから、

いわゆる費用弁償については教育費のほう、教育総務課の予算のほうから出させてい

ただいたところでございます。今回初めて総務課のほうで予算化させていただいたの

は、教育委員会と基本的には同日開催というふうには考えておるんですけれども、別

の日に開催する必要があった場合のことを考えて費用弁償を予算化させていただいた

ところでございます。 

      その開催の内容でございます。27年度については、先ほど申し上げましたが、大綱

に関する策定を行ったところでございますが、28年度、29年度につきましては、その

年の事業の執行の状況、それから翌年度の予算についてということで、教育委員会の

担当課のほうからご説明をさせていただいて、教育委員、それから町長との間で意見

交換を行ったところでございます。 

      次に、総合案内と総合窓口でございます。総合案内につきましては、当初予算の説

明の際にご説明をさせていただきましたが、これまで職員で行っていた部分を臨時職

員を雇いまして総合案内を継続して行うというふうに考えておるところでございま

す。 

      それから、今現在町民生活課のほうに総合窓口という表示がされております。これ
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はこの庁舎ができたときにいわゆるワンストップサービスということで、町民生活課

の窓口にいらしていただいた方で、例えば住民票も必要だし、税務証明も必要だし、

あと例えば町営住宅の手続もしたいという場合は、そこの窓口に各担当課の職員がお

りてきて対応するというような趣旨の窓口であったというふうに記憶をいたしておる

ところでございます。今現在も、そういったお客様がいらっしゃった場合、二つ、三

つの課、用があるんだという方については、町民生活課のほうから連絡があった場合

にはその各担当課の職員が出向いて対応させていただいておるところでございます。 

      千坂委員さんのほうからは、その総合案内と総合窓口、統合してはというご意見を

頂戴いたしましたが、今現在は目的がまた別でございますので、総合案内は総合案内

として行わせていただいて、総合窓口は総合窓口として運用していくべきではないの

かなというふうに考えておるところでございます。 

      以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      千坂委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      基金、３つの目的とその使途ということでございますけれども、まずまちづくり基

金につきましては、総合計画に基づく事業に対応するために積み立てを図るための基

金ということでございまして、これまでの状況を見ますと、大きな建設事業であった

りしたときに取り崩し対応をしておるようでございます。 

      次に、ふるさと応援基金につきましては、ふるさと納税の制度が発足しました際に

この基金をつくってございます。いただいた寄附金をこの基金に一旦積み立てた上で

対応する事業に充当していくという考え方で設けられたものでございます。 

      ３つ目のふるさと創生基金につきましては、これはちょっと最初の経過としては、

たしか記憶している範囲でお答えしますと、竹下内閣のときに各市町村に１億円ずつ

交付税算入するんだという大分前のお話なんですけれども、その際につくった基金で

なかったかなというふうに記憶しております。交付税に算定された分を積み立てて創

生事業に充当してきたということでございまして、ここ五、六年以上は残った部分数

百万円に対する利子を積み立てているというのが現状でございまして、いずれ整理が

必要な基金ではないかなというふうには認識しております。 
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      以上でございます。よろしくお願いいたします。（「特にそれぞれの禁止されてい

る使い方」の声あり） 

      まちづくり基金につきましては、先ほど申しましたように、４次計画に掲げられた

事業に充てるということでございますので、だめだというものはないかと思います。

あと、ふるさと応援基金につきましては、基金条例上、こんな事業に充当するという

ことでは記載はございますけれども、ただその事業の内容といたしましては、総合計

画の事業の内容をそのまま記載してございますので、これもどれには使えないという

ふうにはならないかと考えております。 

      あと、３つ目のふるさと創生でございますけれども、つくられた経過から見るとも

う目的は果たしたような基金でございまして、これはもう整理するしかないのかなと

いうのがちょっと今の私の考えではあるんですけれども、ですので、これも充当でき

ないものはないのかなというふうに考えてよろしいのかなとは考えております。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      千坂委員、暫時休憩します。 

      休憩の時間は10分間とします。 

 

         午前１１時０２分  休 憩 

         午前１１時１２分  再 開 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ８番千坂裕春君。 

 

千坂裕春委員 

      再質問させていただきます。 

      まず、総合教育会議ですけれども、ことし２月26日に教育委員会とこの総合教育会

議、両方傍聴させていただきました。聞きましたけれども、内容は全く同じことで、

本来この総合教育会議というのは、例えば大和町で今どういった教育行政に力を入れ

ていかなくちゃいけないというのを教育委員または町長が考えた中のすり合わせをし

て、それも時期的に予算編成前にやって、それで次年度の予算に反映するような形で
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あればよりよい教育行政に寄与できるんじゃないかと思うんですが、２月26日で、し

かも内容的にはちょっと同じような、例えば29年度の事業報告と30年度の事業報告に

終わっていたところで終始していたと思うんですよね。やっぱりそういうんじゃなく

て、今後町に必要なものを予算づけの前に相互に議論する必要があるんじゃないかと

私自身は考えておりますので、再度答弁いただきたいと思います。 

      それと、総合案内の件でございますが、たしかにそういった区分けはあるかと思い

ますが、じゃ来庁者の立場として考えた場合、そういった判断ができるのかというと

ころを加味すると、やはりそういった手続が何個かある方は、この窓口に行っていた

だきたいというのを総合案内の職員、今は職員ですけれども、そういった方にお伝え

できているかというところなんです。ちょっと意地悪な質問なんですけれども、私は

総合案内に立っている職員に聞きました。総合案内と総合窓口というのはどういう違

いがあるのと。お答えできない職員でしたけれども、やっぱりそういった観点で、う

まくその総合窓口が利用できていない。ちょっと町民生活課になってしまうんですけ

れども、副町長がいらっしゃるのでお答えいただければと思います。 

      先ほどの３点目の基金の関係ですが、おおむね禁止されている使い道がないという

ような基金で、それぞれ取り崩しは多少あったところですが、こういった基金をもう

ちょっと活用しながら町の施策を構築していけば、もっと住みよいまちづくりができ

ると思うので、再度答弁をお願いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      総合教育会議関係の再質問でございますが、確かに千坂委員さんおっしゃるとお

り、時期的に２月末で、もう既に予算案が固まっている段階で意見交換という内容で

ございました。総合教育会議が始まりまして３年目を迎えたわけでございまして、各

市町村、時期的にも回数的にもさまざまでございます。話し合われている内容につい

ても、各市町村、千差万別、いろいろでございまして、何が、これが総合教育会議で

話し合われるものだという明確なものは一応規定上はあるんですけれども、しっかり

と各市町村で統一されているものでもない部分がございます。来年度以降、今いただ

きましたご意見を参考にさせていただきまして、町長と教育委員の間で議論が行える

ような時期、それから内容のほうを考えていくべきであろうなというふうに思ってお
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ります。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      副町長浅野喜高君。 

 

副町長 （浅野喜高君） 

      それでは、千坂委員さんの質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

      確かに総合案内、それから総合窓口につきましては、先ほど総務課長が言ったとお

りでございますが、やはり当初はワンストップサービスということで職員にも周知は

しておったんですが、最近その辺が伝わっていないのも現実かなというふうに思って

おりますので、今後やはりその辺は職員にきちっと周知をしていきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      それでは、千坂委員さんの基金の活用ということでのご質問にお答えさせていただ

きます。 

      その前にまちづくり基金につきましてですけれども、目的等をちょっと補足させて

いただきたいと思います。済みません、私も記憶の中で答弁したものですから。設置

の目的としまして条例の規定によりますと、公共施設の整備を図り総合計画に掲げる

まちづくりの推進に資するという目的を規定しておるところでございます。基金を使

用するに当たりましては、公共施設の整備の経費に充てるんだという内容でございま

す。その点、補足させていただきます。 

      その上での活用方法ということでございます。確かに基金残高がここ何年間増加し

ているという状況がございます。その基金をどのように活用していくかについては、

私の立場ですぐにお答えするのがちょっと難しいところはございますけれども、今

後、施設の管理において更新なり大規模な修繕とかそういったことが生じてくるのは

予想されるところでございますので、そういったところに活用していくのが今後のあ

り方かなというふうには考えているところでございます。 

      以上、よろしくお願いいたします。 
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委 員 長 （堀籠日出子君） 

      ほかにありませんか。３番犬飼克子さん。 

 

犬飼克子委員 

      総務課、危機対策室でしょうか、２点お聞きしたいと思います。 

      説明書の72ページの８款１項２目19節負担金補助及び交付金の中の補助金、町の夫

人防火クラブ連合会に35万円の補助金がありますが、この内容をお聞かせいただきた

いと思います。 

      あと、ちょっと戻りますが、説明書の35ページの２款１項10目無線放送施設管理費

ですが、防災無線だと思うんですが、今11時半と６時に鳴っていますが、この時間変

更のコストはかからないと聞いておりますが、時代に合わせた対応は考えていないの

か、この２点をお聞きいたします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、犬飼委員さんのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

      初めに、72ページの婦人防火クラブ連合会の補助金の35万円につきましては、大和

町の婦人防火クラブの方が35クラブございまして、その方々にする補助金の形の内容

でございます。それを一括して連合会のほうにお支払いするような形でございます。 

      それから、防災無線の時間の調整についてでございますけれども……、済みませ

ん、その点につきましては、児玉室長補佐のほうからちょっと答弁させていただきた

いと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室室長補佐児玉安弘君。 

 

総務課危機対策室室長補佐 （児玉安弘君） 

      それでは、犬飼委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      おっしゃるとおり、防災無線の時間変更につきましては、コストはかからない状況
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となっております。区長会、防犯協会等と調整をして今の時間を設定しているもので

すから、そちらの意見も賜った上で変更等について対応していければと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      犬飼克子さん。 

 

犬飼克子委員 

      初めに、防火クラブの、35クラブあるということなんですが、吉田の場合なんです

けれども、１万円をまずいただいて、あと人数、その35クラブある中の人数がそれぞ

れ違うと思うんです。吉田の場合は418人会員がいるそうなんです。そして、１人40円

頭で１万円プラス人数分１人40円で助成をいただいているそうなんですね、吉田の婦

人防火クラブに。そうすると、２万8,040円、１年間の活動の２万8,000円、しかと言

ったらあれなんですけれども、もう少しこの財政支援は考えていないかどうかお聞き

します。 

      あと、防災無線なんですが、やはりこの防災のための、例えば子供さんの安全のた

めの時間変更を考えていただけないかと以前に質問したはずなんですが、以前のとき

もちょっと区長会とかあとＰＴＡのほうに聞いてみますという回答をいただいたので

すが、その後の変わりないかどうか、この２点をお聞きします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、犬飼委員さんの再質問についてお答えさせていただきます。 

      婦人防火クラブ連合会のほうの補助金でございますけれども、委員さんのおっしゃ

るとおり、35クラブ連合会にあと人数分という形で、各支部のほうには行くような形

にはなっているかと思いますけれども、一応その総額としまして35万円のほうを連合

会のほうに出しまして、これ分、あと連合会のほうから各支部のほうにその補助金

分、均等割の１万円分、あと会員分１人当たり40円という形の金額で負担金として助

成しているような形になるかと思いますけれども、この金額につきましても、今まで

どおり来ている状況でございますので、今年30年度についても同じような状況で、今
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後も負担金として今の段階ではしていくような形ではおります。 

      それから、もう一つの時間につきましては、こちらのほうちょっと確認をとりまし

て、あと後日検討しまして、お時間許す時間帯であとご返答させていただきたいと思

いますので、ご了承願いたいと思います。以上です。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      犬飼克子さん。 

 

犬飼克子委員 

      40円の決め方は了解しました。ただ、今どき40円というのはジュース１本も買えな

い。本当にもう少し助成を検討していただくべきではないかと考えます。やっぱり今

自然災害とかいろんなことも考えまして、いろんな自主防災組織とか地域の支え合い

が大事だと言われているこのご時世に、もうちょっと財政支援をしてあげたほうがい

いのではないかと考えます。この婦人防火クラブは、婦人会よりも、基本毎戸加入と

前から聞いていたんですけれども、今はもう高齢化とかさまざまないろんな社会情勢

によって変わってきているんですけれども、町の婦人の一番大きい団体としてこの活

動をしていますので、その辺も検討していただきたいと思います。 

      あと防災無線に関しては、これは地域の方からの、ＰＴＡの方からの声なので、ぜ

ひ時間変更は明るい時間に、子供は時計を持っていないので、仕事をされて、今お父

さんもお母さんも共働きの親御さんが多いので、すごく心配なんだと、時計を持って

いないので。例えばこの防災無線で、４時でも５時でもいいんですけれども、時間を

鳴らしてもらったことによって何時なんだなとわかるので、子供も帰ってくるのでは

ないかと。ぜひ検討してもらいたいという要望をいただいていました。ちなみに、富

谷は、うちすぐ富谷なので、４時の無線が聞こえてきますので、ぜひその辺も参考に

して検討をお願いしたいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、犬飼委員さんの再質問にお答えしたいと思います。 

      防災無線の時間等につきましては、検討してまいりたいと思いますので、よろしく
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お願いいたします。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      ほかにありませんか。７番渡辺良雄君。 

 

渡辺良雄委員 

      予算に関する説明書の25ページです。財政課に１点、21款諸収入の雑入の中で、下

から２段目の消防救急デジタル無線整備工事違約金、これ黒行かなというふうにお話

聞いたと思うんですが、違約金というのは流れがちょっと違和感感じましたので、こ

の経緯についてお知らせいただきたいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      渡辺委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      こちらの消防救急デジタル無線工事につきましては、工事自体は黒川行政事務組合

の消防無線の工事ということで実施されたわけでございます。その工事について公正

取引委員会から排除命令が出されたということで、違約金が一旦黒川行政事務組合に

業者から支払われまして、結局黒川行政事務組合へ各構成町村が負担金を出して工事

をしているという形でございますので、その戻りました違約金が負担金の割合に応じ

て各市町村へ返納されるという形でございます。それで、これも私どもも黒川行政事

務組合から説明を聞いてそういう収入になるんだなというふうに理解したところでご

ざいますけれども、公正取引委員会の内容ですとかそこまでは詳しくは承知していな

いところでございまして、そういった収入があるんだということで30年度の予算に計

上したところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      渡辺良雄君。 

 

渡辺良雄委員 

      自分で調べないで再質するのちょっと気が引けるんですけれども、この違約金を受
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けて、入ってきたんですけれども、これ黒行のほうも必要があって事業計画して排除

されてということで、これから先どのようになっていくのかは、あるのか、この点わ

かればお答えいただきたいと思うんですが。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      この消防救急デジタル無線工事につきましては、たしか23年か震災のあたりにもう

工事は終わっているんですけれども、ただその工事に業者が談合というのかどうか、

言葉正確かどうかはわかりませんけれども、要するに価格を不当に高くしてしまった

ということで公正取引委員会から排除命令を受けたということになりますので、工事

自体はもう既に完了しているんだということで、ご理解をいただければと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      ほかにありませんか。５番槻田雅之君。 

 

槻田雅之委員 

      私からは２点質問したいと思います。 

      １点目ですけれども、先ほどの馬場良勝委員とも絡むんですけれども、喫煙所のこ

とについてお聞きしたいと思います。 

      喫煙所に関しましては、過去の特別委員会でもちょっとお話出たんですけれども、

今回喫煙所を設置する大きな理由というか経緯ですか。何があったか。要は、町民か

ら要望があったとか、例えば今2020年に向けて喫煙問題というのは結構騒がれていま

すし、逆に言えば、町民から言わせれば、何で今どき喫煙所をあそこへつくるんだと

いう話が出てくるかと思うんですけれども、その喫煙所を設置するに当たった大きな

理由というのをちょっとお聞かせいただければと思います。それが１点。 

      ２点目としましては、これも千坂裕春委員ともかぶるんですけれども、総合案内、

職員をやめて臨時の人を雇うという話がございました。これも過去に特別委員会のほ

うにも出ておりました。職員の顔、コミュニケーションをつくるためだとか、あとは

その当時管理職まで立つのはどうだとかいろいろな議論もされたと思うんですが、今

回やめて臨時職員を雇う理由ですか、それはあくまでもどういう理由でやめる方向で
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考えたのかをお聞かせいただきたいと思います。職員からの要望とかいろいろあった

のかどうか、その辺もあわせてお聞きしたいと思います。 

      そこで、あと、臨時職員の金額ですが、多分29ページの事務補助員201万1,000円で

すか――になるかと思うんですけれども、今も丸１日、例えば午後立っていないとき

もあるんですけれども、今回臨時職員を雇った場合ですけれども、１日要は８時半か

ら５時半までいるのかどうか。なおかつ、ここは町の顔じゃないですか。誰でもいい

というわけでもないですよね。当然町のどこどこの課がどこやっているとか、ある程

度能力という言い方は悪いですけれども、経験なりその辺の教育が必要かと思うんで

すけれども、その辺どう考えているのか。なおかつ、月でやりますと、例えばフルタ

イム８時間働いたといたしますと、月でいうと十八、九万円くらいですか。時給1,000

円くらいにしかならないと思うんですよね。その辺、例えば過去のＯＢを使ってみる

とか、当然ＯＢであればそれは全部詳しいでしょうから全然問題ないと思いますし、

一番トラブル起きるところもここだと思うんですよね。その辺、どう考えているの

か、その辺、お聞かせいただければと思います。 

      以上、２点お願いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      槻田委員さんの喫煙所の設置に至った理由ということでお答えをさせていただきま

す。設置に至る経緯につきましては、職場環境の関係で、職員と町長、副町長が意見

交換するというような機会がございまして、その中から出ておりまして、現在庁舎の

東側にあるわけでございますけれども、来客への案内でありましたりとか、休憩時間

の職員の喫煙、そういったことを考えますと、２カ所あって来客はそっちの設置した

ほうにご案内したような形のほうがよろしいんではないかなという意見が出されたこ

とが発端にはなっております。結局、来客に今の喫煙所もご案内するわけなんですけ

れども、どうしても職員が休憩のときに吸っている姿が直接接するような形になりま

すと、やはり、休憩時間も時間的には３時から15分間ということにはなっています

が、どうしても勤務の都合上、その時間に必ず休憩できるものでもございませんで、

そういった前後の時間利用したときに来客と鉢合わせしたりするのもどういうものだ

ろうかというそういったところから、じゃ来客にご案内できるようなところを設置し
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たらいいんじゃないだろうかということで、今回予算を計上したという状況でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      槻田委員さんの総合案内の関係のご質問にお答えさせていただきます。 

      総合案内につきましては、今現在８時25分から15時まで、午後３時まで、各課を割

り振りまして、職員交代交代で、各課によってばらばらなんですが、おおむね１時間

ぐらいずつ窓口で対応させていただいているところでございました。今財政課長から

お話しあった部分とも重なる部分はあるんですが、意見交換会というものがございま

して、その中で、総合案内のあり方について検討させていただきまして、今の現状の

まま継続、それから廃止、あとは臨時職員、あるいは業者に委託しての継続というよ

うな３つに絞って検討させていただいたところでございます。過去にもいろんなこの

総合案内につきましては検討されていた状況がございまして、一旦やめましょうとい

うふうに決まりまして、ただその後ひっくり返って継続というふうになった経緯もご

ざいました。結論から言いますと、やはりなくすのは難しいといいますか、とりあえ

ず１年間は職員じゃなくて、やはり職員についてはかなり仕事に対する負担が大きい

という部分がございまして、職員のまま継続するのは難しいんではないかということ

で、外部に委託ということで結論づけまして、その後総務課のほうで業者へ委託する

部分と臨時職員を雇う部分で検討させていただきました。業者委託になりますと命令

系統が役場のほうから直にそこで仕事をする人に命令ができないんです。それよりは

やはり臨時職員を雇用いたしまして、こちらから直接いろんなことをお願いできるよ

うな体制のほうがよろしいんじゃないかということで、臨時職員を雇用することとい

うことで予算要求のほうをさせていただいたところでございました。４月以降に考え

ている内容といたしましては、８時半から５時半まで、我々の職員の勤務時間と同じ

時間帯で、３人を雇用いたしまして、いわゆる半日ずつローテーションで回していく

というような体制を考えているところでございます。 

      使う人材につきましては、基本的には今役場の職員全てハローワークを通して募集

させていただいておりますので、その中で募集させていただいて、いろんな経験をお

持ちの方も応募あるかと思いますので、そこから選ばせていただくといいますか、選
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考させていただいていきたいなというふうに思っております。当然未経験の方もいら

っしゃるかと思いますが、そこは多少の時間要するかと思いますけれども、その業務

になれていただいて、こなしていっていただくようにしていきたいというふうに思っ

ております。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      槻田雅之君。 

 

槻田雅之委員 

      喫煙所に関しましては、了解いたしました。 

      総合案内でちょっと追加で質問ございまして、今職員、窓口というかあそこに立っ

ておられますが、当然人を、人とか、人という言い方ないですね、管理職が立ってい

たり新人が立っていたりによって違ってくるかと思うんですけれども、主に１日どの

くらい質問、質問というのも当然「これやりたいんだけれども、どこですか」という

質問あるかと思うんですが、どのような質問が多いのかと、あそこ何かメモしている

じゃないですか。何をメモしているというのは私はわかりませんけれども、どのくら

いの質問があって、大体内容についてはどのくらいあるのか。それによって当然、す

ごい難しい問題であれば、当然教育も上のほうですし、ただ窓口だけ案内するだけな

のか、その辺ちょっとわかる範囲で教えていただければと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      槻田委員さんのご質問でございますけれども、28年度でちょっと見ますと、１日平

均、これ８時半から午後３時までなんですけれども、322人の方が役場に来ています。

玄関を通って来ています。いろいろです。当然業者の方もいらっしゃいますし、窓口

で証明書をとっていくだけの方もいらっしゃいますし、それらを含めて322人という平

均でございまして、あそこで記録をしているのは入ってきた人数でございまして、そ

こで問い合わせをいただいた人数まではカウントしていない状況でございます。た

だ、入ってくる方の中で、窓口、総合案内の職員に声がけをするのは、比率的に見ま

すとそれほど多い人数ではないのかなというふうに思っております。322人ですと１日
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10人か、20……、失礼しました。１日平均322人ですから、１割としましても30人前

後、恐らく１割まではいかないんではないのかなというふうに思っております。内容

的には、やはり例えば税務証明どこでとるんですかとか、農業委員会どこですかと

か、私が立っている中ではそういった質問を受けることが多いです。あとは、例え

ば、体の不自由な方であれば保健福祉課までご案内したりとか、ほかの職員もその課

までじかにお連れしてご案内しているというような内容がございます。以上でござい

ます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      ほかにありませんか。２番今野信一君。 

 

今野信一委員 

      予算に関する説明書74ページの上段のほうに書かれております消防費の18節機械器

具等ですが、これは私の聞き違いでなければ自主防災組織の立ち上げのときにお渡し

する発電機だったというように記憶しております。こちらのほう、自主防災組織とい

うものはあと何地区が立ち上がっていないのかというようなことをお伺いしたい。 

      そして、あとまた大和町の第４次総合計画に基づく第４次の実施計画書の中にも自

主防災組織の結成促進事業というのがございまして、そちらのほうで、自主防災組織

の結成の促進ということで３カ年の予算を見込んでおるようなんですけれども、そこ

まで時間かかってまだできないのかというようなこと。もう今だと九十何％はできて

いると思うので、次の段階、共助の重要性というものを鑑みますと、やはりそちらの

ほうに係ることをやらなければならないんじゃないのかなというふうに考えますが、

そこらをどうお考えになっているのかということをお知らせいただきたいと思いま

す。 

      あと、財政課のほうにちょっとお伺いしたいんですが、今回よこされた資料という

ようなものを大分見ていると、電算関係に使われる費用というものが大変多いような

気がいたします。ソフト関係の更新ですとか、あと今回ちょっとお話聞いていたら空

調関係がそういうような電算室のほうのメンテナンスじゃない、そういうような整備

というものが必要になってきております。だんだんこれが膨大してくるような感じ。

今回の場合ですと新元号対応ソフトですとか、そういうようなものも計上されている

ような気がします。そういったことを考えれば、そういったような電算に係る経費と

いうものが予算総額の何％になると危険な推移になるとかそういうような指数がある
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のかどうか。そして、我が町としては、今税収はいいんですけれども、もしそれが落

ちてきて、それが圧迫して町民サービスのほうに影響を及ぼすようなことがあるのか

ないのかというような見通しというようなものも、もしわかれば、そういうことは心

配しなくていいんですよ、今野さんというような、ほっとするような答弁を期待し

て、お願いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、今野委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      消防費の８款１項５目の18節の備品でございますが、これは委員のおっしゃるとお

り自主防災組織に貸与しております発電機でございます。これ１台分でございます。

そうしますと、自主防災組織につきましても、地域からしましては１地区が今のとこ

ろまだ組織がつくられていないという状況でございまして、その１地区につきまして

も、今までもちょっとお話もしてはきておりますけれども、そういった自主防災組織

を立ち上げられるかどうかというのを今後もう一度地区の代表の方とお話をしていく

ような形で、できれば自主防災組織をしていただければという考えでは思ってござい

ます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      今野委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      電算関係、ソフトも含めた形での費用ということでございますけれども、電算関係

の経費につきましては、電子計算費が計上される予算が本町の住民情報でありますと

か、基幹系の経費が計上されているところでございまして、あとそのほか個別の各業

務ごとに導入しているパソコンやその関係のソフト、それぞれの費目に計上されてい

るところでございますけれども、それを改めて関係費ということで集計した数字は現

状のところは持ってはおりません。その数字に関する指標があるのかということでも

ございましたが、そういった指標も、いろんな財政の指標はあるんですけれども、特
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に指数として出している数字もないのが現状でございます。 

      例えば、パソコンとかにつきましては、ウインドウズが何年かごとに、もう更新が

されないので強制的といっていいほどかえなくちゃいけないような事態も何年か後に

生じてこれまできておりますし、そうした事情を考えますと、こういう電算、ＰＣ関

係の費用というのは、やはり増加している傾向にはあるんだろうというふうに考えて

おります。業務上求められる限り対応はどうしても必要になりますし、改めて費用と

いうのを算定はしてございませんけれども、今後、そういった関係の経費がどれぐら

い予算に対して占めるのか、そういったものも注目はしていかなければいけないかな

というふうには考えております。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      今野信一君。 

 

今野信一委員 

      まず、自主防災組織のほうなんですけれども、１地区だけまだというふうなことな

んですけれども、先ほど申し上げましたとおり、あとその次のステップ、結成した後

の自主防災組織が各地区によって格差があってはまずいと思いますので、そちらのほ

うの研修会ですとか、あとどういうふうにそういうふうな組織を維持していくため

に、それの向上に向けたような形のそういったような考え方といいましょうか、自主

防災組織を育てていくというようなそういうような形の事業というものは考えていら

っしゃらないのかということをもう一回聞きたいということ。 

      そして、あと財政課のほうに関しましては、やはり膨大する電算関係の言うなれば

固定費がふえてしまうと、あといずれ税収が減ってきた場合に事業費のほうにそれが

食われてしまって住民サービスもしくは町長がやりたいと思うような事業ができなか

ったりとかそういうようなことになってしまうと本末転倒な話になってくるというふ

うに思いますので、やはりそこらの考え方というものが今後どういうふうに、例えば

類似団体みたいなところではどういうふうなところ、今実際その数字が出ていないと

いうことなので比べようがないとは思うんですが、そこらの考え方というものを少し

今後考えていくべきかなというふうに思いましたので、そこらのこともお考えがある

ならばお聞かせいただきたいと。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 
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      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、今野委員さんのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

      自主防災組織の件でございますけれども、毎年各地域ごとによりますけれども、各

単位とか、防災組織の地区単位でございますが、防災訓練とかそういった形で実施さ

れている地区もおりまして、その際には危機対策室のほうからある程度資料等の研修

という形で、講師ではないですけれども、ちょっと時間をいただいて、その会で資料

等を提出、あと説明とか、そういった形をさせていただいておりますけれども、今後

の考えとしましては、全体、一堂に会するという形はなかなかいろいろ役員さんもご

ざいますので、相当な人数もございますので、今考えている一つの考えとしましては

地区単位とか、29年度につきましては団地のほうで、もみじケ丘と杜の丘の防災組織

の役員さんも来ていただきまして研修という形で協力いただく企業さんのほうの視察

とかそういった形をさせていただいておりますので、今後もそういった形で、地区単

位になるかと思いますけれども、そういった方向で一応防災組織の役員さんを集めま

して研修をしていきたいというふうに考え、思っております。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      それでは、再度お答えをさせていただきます。 

      財政を分析する上で、この13節の保守とかの委託でありますとか使用料、借上料で

すね、分析では物件費ということで性質別には位置づけられるところでございまし

て、その物件費の伸びぐあいですとか、支出に占める割合ですとか、そういったもの

での指標というのはございますので、その中での比較というのはある程度他団体とも

可能であろうかなというふうには考えております。ただ、物件費は、かなり範囲が広

いところでございまして、11節の需用費とか、人件費とか、そういった扶助費とか以

外大体物件費になるというふうに考えていただいてもよろしいんですけれども、そう

いった大きな形での指標を見ていくということはできるかなというふうには考えてご

ざいますけれども、あえて電算関係、コンピューター関係に特化した数値というの

は、財政を分析する中で把握はできるのであればしていきたいなというふうには思い
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ますが、とりあえずはその物件費の伸びぐあいですとか割合がどの程度に推移してい

くのか、そこで財政の推移を見ていければなというふうには考えております。どうぞ

よろしくお願いいたします。（「以上です」の声あり） 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      暫時休憩いたします。 

      再開は午後１時からとします。 

 

         午前１１時５５分  休 憩 

         午後 １時００分  再 開 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      質疑ありませんか。17番中川久男君。 

 

中川久男委員 

      午前中に関連しますが、３点ほどお伺いをします。 

      まずもって説明資料33頁、まちづくり政策課のほうの町民バス・デマンドタクシー

運行業務、この中の①町民バスの定時定路線型の運行とこれまでやってまいりました

が、今はターミナルから、もみじ、宮城大学といったような形で、先般も吉岡町内の

西部のほうなり下町のほうなりの町民バスの運行はいかがなものかというような質問

がございました。その中で、新年度も前年度同様の路線を組まれておりますが、町と

してどのような、この西部、西原地区なり下町地区の対応をお考えになったのか、ま

た今年度以降も、ぜひ、この西部のほうの高齢化が非常に多いです。そんな中で、免

許証返納された方も西原にはおるわけですから、役場町内をセンターとして１キロ以

内であればどの近辺なのかなというような形の説明もあったわけですが、やはりその

辺の時間帯と病院関係、そして役場近辺の買い物、そういったものの配慮は、今後こ

れからも考えられないものなのか、予算的にそういうものは計上ができないものなの

か、その辺のものでお聞きしたいと思います。 

      まずその中で、町の中心、吉岡地区までは時間がかかるエリアも存在し、自分の移

動手段を持たない高齢者の交通弱者と言われる、外出を控えがちになるからご利用し
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てもらいたいという町の動きで町民バスは動いておると思います。デマンドタクシー

そのものは地域でセットして、登録数も1,000人弱というような形の説明がなされたわ

けですから、ぜひそういう西部、そういう下町、そしてそういう町の町営住宅がある

関連は、やっぱり高齢化が進むと車の持ち主も少ないわけですから、いろいろな家庭

の事情で、その辺のやつは本年度の予算に幾らかでも検討なされたのかなということ

をまずお聞きします。 

      ２点目は、先ほど午前中もあった、これは説明資料36かな、縁結び応援事業。先ほ

どの説明によりますと、そういう相談員というかツアーみたいな企画で今後も進めて

いきたいと。でも、私が平成４年に議員になった当時から、縁結びでなく仲人さんと

いう形の中で結婚相談員という形がずっと続いていたと思うんですよね。ぜひこの源

流型の、婚活とか縁結び応援事業というのは聞いてわかるとおりなんですけれども、

年齢的にもそういうお世話をする恒例のお母さんなり旦那さんなりは少なくなってい

るとは思うんですけれども、こういう中にそういう方々が参加できるような、昔のプ

ロですね、仲人さん、やはりそういう方々もある程度今この婚活というような意味合

いの子細に対してのご理解なり、逆に縁結びの昔のご媒酌人の活動が発現できるよう

なそういう機会というものはこの中ではないんだろうと思いますが、その辺、今後、

やはり仲人さんは「なじょなったや」と、縁を結ぶのに一生懸命通うんですよね。こ

の婚活の場合は、あとは自分でやれというような、私たちから思うと、今の若い主流

で、私も早く生まれてよかったなと思いますが、その辺のアドバイスなりがあってし

かるべきでないかなというふうに思いますが、その辺はいかがなものなのでしょう

か。やっぱり期待される効果の中に、祭りや歴史等を活用しながら、そういう昔のご

媒酌人、仲人さんのアドバイスもあってしかるべきでないかなというふうに思いま

す。ただ、その事業では245万7,000円ではちょっと予算的にどうなのかね。その辺を

お聞きしておきたいなというふうに思います。 

      あとは、先ほども喫煙場所そのものの設置に事業費等計上されておりますが、町と

しては、我々は年に何回もこうやって来るわけではないんですけれども、やっぱりた

ばこをのむそのもの、昔であれば吉岡のたばこ組合の方々がいろいろな形でティッシ

ュなり灰皿入れなりを提供した経過もあるし、まず愛好者にとっては非常にありがた

いそのものでなかったのかなと。町にも税収が入るわけです。ただ、多分課長たちは

わかると思うけれども、ここに移転になってから８年ですよね、たしか。たしか私た

ちが向こうから移動する際には、ある一部には喫煙所があったわけなんですよ。わか

る方がいるんであれば、副町長いますから副町長に答弁していただきたいが、その辺
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の利用が今回の事業で検討されたのかなと。絶対庁舎内からは出さなくてないという

ような考えが100あるのか。それとも、東京オリンピックに向けては、たばこそのもの

の愛好家が非常に大変でないかというようなうわさもありますが、やはり職場環境そ

のものは人間が人間の培った才でございますから、やはりこの庁舎内の一部にそうい

うものがあってしかっても職員の仕事の能率上あったほうが私はいいと思いますが、

その辺の中身的な検討をされた内容をご説明していただきたいなと、このように思い

ます。 

      以上、３点です。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      それでは、中川委員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 

      町民バスの関係でございますが、吉岡循環線の話でございます、まず最初に。28年

３月の予算特別委員会におきましても中川委員さんのほうから同様のご質問があった

かと記憶をしておるところでございます。吉岡循環線につきましては、平成14年と平

成15年の２カ年で循環線を走らせた経緯があるところでございます。２年間でちょっ

とやめた経緯があるみたいではございます。それで、先ほど町民バスの目的というこ

とでのお話も委員さんのほうからあったわけでございますけれども、目的については

確かに委員さんのおっしゃるとおりだと思っております。その上で、高齢者等の交通

弱者と言われる方が外出を控えがちになる、また買い物弱者ということもあろうかと

は思うんですけれども、そういうことも踏まえまして、課内では、吉岡循環線の部分

の復活というのではないんでしょうけれども、吉岡の循環線そのもののバスもあれば

利便性は高まるのかなというような話し合いは課内の中では行っておるところでござ

います。また、実現が難しいということも踏まえまして、30年度から高齢者並びに障

害者の方の福祉タクシーということで、助成券の交付を始めさせていただきたいとい

うふうに考えておりますので、そういったものを利用した上で、病院に行ってもらう

なり、買い物のほうに気軽に出かけてもらうといった部分で、外出の控えがちな方を

表に出ていただくような取り組みをやってまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。以上でございます。 
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委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      中川委員さんの婚活の関係にお答えさせていただきます。 

      仲人さん、活用してはいかがかという趣旨でございましたけれども、実は今年度、

縁結び応援者養成セミナーというものを一応この縁結び事業の中でやっておりまし

た。いわゆる仲人さんの養成講座みたいなものなんですけれども、昔はやっぱり仲人

さん、各地区にいっぱいいたんですけれども、最近若い方々、第三者に縁を取り持っ

てもらうというのをなかなか避けがちなところもあるんだと思うんです。そういった

こともあって仲人さんの活躍する場がなくなってきたのかなというふうにも思ってい

ます。ただ、やはり地域の方々で、地域を知る方々にそういった役割を果たしてもら

うことは大事なことであろうということで、今年度実施したわけでございます。ま

た、来年度以降、そういった方々を婚活の、例えばパーティーのお手伝いをいただく

とかそういった活躍の場を用意していくことも必要なのかなというふうには思ってお

るところでございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      副町長浅野喜高君。 

 

副町長 （浅野喜高君） 

      それでは、庁舎内への喫煙所の設置の件を検討したのかというお話でございます

が、まずもって最初に新庁舎がこちらに移ってくる際にいろいろと庁舎内にどうかと

いう検討もしたと私は伺っております。その際には、これからの社会情勢等も考えま

すと、以前は分煙という形で階段の脇とかに確かにありましたが、新庁舎の際には吸

わない人のことも考えまして、今庁舎内にはまずいんじゃないかというお話もござい

ました。それで、さらに今回職員の環境に関する意見交換会の際にも、やはり職員の

中には敷地内全部禁煙にすべきとかそういうお話も実際にはございました。しかし、

中川委員さんもたばこを吸われますが、やはりオリンピックだけでは関係ないんです

が、今たばこ吸う方は吸わない方に害を与えないようにという観点からも、庁舎内に

は煙が来なくても、吸わない人はにおいも敏感なものですから、やはりそういった意

味からも、ぜひ、委員さんも議会開会中だと下に行って車の中とかで多分吸っている
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と思いますので、今回はぜひそういうことがないように、すぐ近くに来客者も吸える

ような場所ということで、今回自転車小屋のところにつくることにいたしましたの

で、ひとつ今の社会情勢を考えていただいてご理解をいただきたいというふうに思い

ます。以上です。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      中川久男君。 

 

中川久男委員 

      ありがとございます。 

      それでは、町民バスそのものの運行に対しては、高齢化返納者の方々に町としても

年間6,000円とかそのものの助成をやると。ただ、それは年間のことであって、手続を

しまして、その管理体制が登録というような形でしょうから、やはり定期的に時間的

にある程度、利用者は少ないとしても高齢化率は上がっているわけですから、ぜひや

っぱり１日に１便、２便なりが買い物なり病院なりに行ける町民バスの運行も提案し

ていただきたいなというふうに思います。 

      あと、２件目の縁結び応援事業、大変総務課長言っているとおり、ありがたいこと

で、ぜひやはりこの縁結びそのものも、その会場に来た人間はわかるわけですよね。

やっぱりそういうお仲人さんがいることによって、たまたまどこかで買い物あったと

き、いやあのとき来ていた相談員だったなと、あの人がいたなということで、「あ

ら、この間はどうも」と声かけたとき、「どんなあんべっしゃい」と聞くのは役場で

は聞けないわけですから、そういう相談員なりが、年齢的にプロの方々がいれば、そ

ういう話も出るときあるんでないのかなと。それが結んでいけば、非常に大和町もよ

そと違った進め方をしているねと、いいねというようなそのものであって、昔であれ

ば「おらえの息子何ぼなったんだったっけ、さっぱり嫁ごもらう気ねんだ」とおふく

ろがお茶飲み仲間のおかあさん、おじいちゃんさ頼んで、「んで、あそこの家の娘い

いのいたから俺世話すっから」と始まったのが縁結びだと思うからっしゃ、ぜひその

辺のご案内をぜひ事業に活用しながら、プロの意識を高めることはなく縁を結ばせて

いただければ、総務課長言ったように非常に明るいんではないかなと。以上です。 

      あと、そのもの、喫煙所のお話はわかりました。自転車置き場、そして来庁者の一

服の場と。ただ、そのものが風当たりもいいところですから、ぜひそのものの仕切り

はあったものの、風で飛ばされて火出たなんてことないように、あたりの環境と突風
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の影響も考慮しながらお進めしていただければ非常にありがたい。以上でございま

す。何かここであればお願いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      それでは、中川委員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 

      委員さんおっしゃるように外出機会が図られる、あと利便性が高められるような形

の方策等につきまして、引き続き検討してまいりたいというふうに思っています。以

上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      より多くの縁が結ばれるように事業を進めてまいりたいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      副町長浅野喜高君。 

 

副町長 （浅野喜高君） 

      喫煙所の設置につきましては、やはり風雨等も十分考慮してというような設置をし

たいというふうに思います。よろしくお願いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      ほかにありませんか。９番浅野俊彦君。 

 

浅野俊彦委員 

      では、私のほうからは、総務課に１件、危機対策室に２件、あとまちづくり政策課

のほうに３件質問させていただきたいと思います。 

      まず１件目でありますけれども、説明資料の30ページであります。広報広聴費とい
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うことで、1,120万1,000円の計上でございまして、これ29年度と比較した場合に512万

7,000円の増額ということで、そのうちの13節の委託料を見た場合にシンボルタワーに

伴うところの金額の増加の分が大きいんではないのかなというふうに思いますけれど

も、私もちょっと不勉強だったのかもわかりませんが、２月ですかね、投票がなされ

た話で、まず何らかいった、ハードをつくるという話がどういうふうに決まったんだ

っけかなというのをちょっと改めて確認をしたかった部分と、例えば具体的にデザイ

ンを公募したものに対して一般の町民の方から結果投票いただいたという中で、今回

の増額の予算の部分で、シンボルタワーにかかわる部分が何がどこまでカバーされて

いる金額であるのかをまずお聞きをしたいと思います。 

      続いて、危機対策室のほうにお伺いするのは、ちょっと説明資料の73ページであり

ますけれども、８款１項５目の災害対策費の中の防災対策費ですかね、平成30年、679

万8,000円の計上でありまして、29年が870万3,000円、28年度が1,097万7,000円という

ことで、過去減額傾向にあるわけでありますが、何らかその辺の背景があるのか、十

分な予算であるのかというところを改めて確認をさせていただきたいと思いますの

と、もう一件が同じページになりますけれども、木造戸建住宅の耐震診断士の派遣な

んですが、こちらも年によって大分ばらつきが出ておる状況のようでありまして、予

算措置をされる段階でどういう意図で金額が過去３年で比較すると動いていらっしゃ

るのか、ちょっとその背景にあるものをお聞きをしたいと思います。 

      あと、まちづくり政策課さんになりますけれども、説明資料の33ページの２款１項

６目の町民バス運行費でございます。本年度、3,862万5,000円ということで、前年度

比1,280万1,000円の減額になっておるわけでありますが、想像するに昨年債務負担行

為で発注をかけた29人乗りのマイクロバス関係の納車の時期を見ての減便のところが

運行費の圧縮に関係されているのかなと思いますが、そこをお伺いをしておきたいと

思います。 

      同じく、説明資料の34ページになりますけれども、２款１項６目の19節、この中に

２件ございます中で、高等学校通学費助成500万円及び三世代同居応援事業ということ

での250万円、前年度と全く同じ金額での予算措置でありましたが、いずれの事業も目

新しい、始まったばかりの事業で、比較的初年度は周知方法がうまくいかなかったの

か、結果的には減額補正に至ったというふうに記憶しておりますけれども、予算執行

していく上で、事業のＰＲという意味では卒入学または異動のシーズンの今が一番本

当はＰＲしなきゃない状況なんではないのかなというふうな思いでありますが、どの

ような周知を図ろうということで予算措置をされ動いていらっしゃるのかをお伺いし
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たいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      それでは、浅野委員さんのまず新たなＰＲ施設のデザインについて、デザインとい

いますか、その関連につきましてご質問に対して回答申し上げたいと思います。 

      今回、新たなＰＲ施設の予算関連につきましては、先ほど委員さんからお話があり

ました文書広報費の中の委託料の部分ですね、実施設計費として399万6,000円の予

算、この予算まずのみでございます。 

      ここまでに至った経緯でございますけれども、前のシンボルタワー、ご案内のとお

り、老朽化が激しく撤去ということで、28年度ですか、撤去工事をさせていただきま

した。その後跡地についての利活用といいますか、その後の利用につきまして、総務

課、それから三役等で打ち合わせ、検討させていただきまして、新たなシンボルタワ

ーというものではなくて、それに限ったものではなくて、ＰＲ施設の設置がふさわし

いだろうということで、そのデザイン案について連携事業を行っている宮城大学のほ

うにデザインをお願いしようということに至ったものでございます。 

      それを受けまして、今年度、宮城大学のほうにお願いをいたしまして、６月に依頼

をいたしまして、その後町長が宮城大学のほうに出向きまして町の意図のほうをご説

明し、学生及び教授と意見交換を行わせていただきました。11月に宮城大学のほうか

らＰＲのデザイン案をいただきまして、それをもとに町民の方々に対して広報紙、そ

れからホームページ、あとは役場庁舎、出張所のほうにデザイン案をお示しをして投

票いただきました。さらに、町民の皆様20名から構成をいたします選考委員会を組織

いたしまして、２月に選考委員会を開催し、デザイン案の採用ということになったも

のでございます。今回、そのデザイン案でございますけれども、それをもとに30年

度、宮城大学とさらに打ち合わせをさせていただいて、選考委員会の中で委員の方々

からさまざま意見を頂戴いたしました。それをもとにふさわしい新たなＰＲ施設の設

計をその業者とともに、宮城大学とともに考えていき、予定といたしましては30年度

で実施設計、31年度で設置の工事というようなスケジュールを考えておるところでご

ざいます。以上でございます。 
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委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、浅野委員さんのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

      まず、初めは、73ページの災害対策費の防災対策費の679万8,000円の件でございま

す。29年度と比較しまして減額という形に、約190万円ほど減額という形になっており

まして、28年度につきましてはちょっと今現在数字がわからないので29年度に対して

の比較ということでございますが、それに対しましては、南部コミセンのところに防

災倉庫を29年度で建てたわけでございまして、その備蓄品という形で、その部分の減

額の分と、あと災害対策マニュアル本というのが29年度で作成するわけでございます

けれども、間もなく完成でございますけれども、その分の予算が30年度ではゼロとい

う、要求していなかった状況ですので、29年度、30年度に対しては予算が減額してい

る状況でございます。 

      あと、もう一つの木造戸建住宅耐震診断士派遣事業費でございますが、派遣事業に

つきましては、診断につきましての委託費につきましては、例年２件ほどの同じ件数

で同額なんですが、補助の分としまして19節の負担金の220万円の分が29年度から補助

対象分が増額になっておりまして、その分の金額がふえておりますので、30年度につ

きましては増額という形になっております。補助対象が増額したものですので、その

分ふえている状況でございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      それでは、浅野委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      まず、町民バスの運行関係でございます。委員さんおっしゃいますとおり、平成29

年から平成31年度までの３カ年での契約となっておるところでございます。初年度に

つきましては債務負担行為をいただきまして、その上での予算措置であったところで

ございまして、30年度につきましては契約がはっきりしていますので、その契約額に

つきましては予算の措置をさせていただいたということでございます。決して運行便

が減になったものではなくて契約額が確定しましたので、その部分で予算措置をさせ
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ていただいたというものでございます。 

      次に、２番目の高等学校と三世代の部分の補助金の関係でございます。高等学校通

学につきましては、昨年度、申請者71人の申請件数が178件といった部分でございまし

た。ことしにつきましては、２月末までなんですけれども、申請の件数につきまして

は250件、申請人につきましては86人ということで、２月末現在で昨年度を上回ってい

るような状況でございまして、２月での交付額につきましては、461万3,000円ほど今

現在支払っておるところでございます。それを受けまして、うちのほうで学校のほう

には昨年の12月、冬休みに入る前なんですけれども、お邪魔をしまして、学校のほう

にこういうような制度がありますということで、生徒並びに保護者さんのほうにお話

をしていただきたいということで、学校のほうにもお願いをさせてもらっておるとこ

ろではございます。なお、引き続きそういうＰＲ等には努めていきたいと思っておる

ところでございます。 

      また、三世代の部分につきましては、今現在補助金の要件合致といたしまして、子

育て関係につきましては６名の方が要件を合致をされているところでございます。そ

れで、うち１名は補助金のほうの決定をいたしましてお支払いのほうをさせてもらっ

ておるところでございまして、２月の広報でもお知らせのほうをさせてもらったんで

すけれども、要件の合致している方については速やかにお願いしたいということで、

広報のほうでもＰＲのほうをさせていただいておるところでございます。 

      三世代の部分につきましては、要件合致している方が７名おります。実際的には今

現在１名の方に補助金を決定させていただいておるところでございまして、こちらの

ほうで電話なり、あと文書なりで補助申請のほうを促しているところではございま

す。 

      なお、こういったものにつきましては、やはり委員さんおっしゃるとおりＰＲが大

切なんだろうなといった部分のことをこちらのほうでも考えておりますので、なおい

ろんな機会を捉えながらＰＲのほうにも努めてまいりたいということでございます。

その上で、今年度の実績を見た上で、30年度の予算については同額とさせていただい

たところでございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      浅野俊彦君。 

 

浅野俊彦委員 
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      まず１件目のシンボルタワーに関するお話でありました。そもそもこれ宮城大学に

連携を申し上げた段階のコンセプトといいますか、どういう目的でどういうものにし

たいんだというお話でお話を持っていかれた内容なのかなという部分をまずお聞きを

したいなと思いますのと、やっぱり場所的には４号線のいい場所ですから、そういう

意味で、住民の方が一緒に参加して決めていくという中で、何となく私も一般質問さ

せていただいたお話の中で考えると、いやあの場所をもう真っさらな状態でどういう

ふうに使ったらいいだろうねというような話で議論が始まったとすればわかるような

気もするんですが、どうも何かお話を伺っていると、何かタワーというか物ありきと

いうような感じに聞こえた部分がちょっと違和感を感じておりましたのと、実際宮城

大学に設計をお願いされて、その結果でき上がったものに対して、やっぱり今後の町

の活性化を考えた場合、実際に学生の子たちがその場に来て例えば写真を撮ってイン

スタグラムに上げていただいてＳＮＳ上でいろいろ宣伝をしていただくとか、やっぱ

りそういう広がりを感じた部分があるのであれば、学生さんなり若い感性という部分

を活用したいという考えはわかる部分はあるんですが、そういった場合、余りにも何

か縛りがある状態で委託をしても、結果的に余りいい結果にならないんでは、予想し

た結果にならないんではないかという部分ちょっと危惧するところであります。 

      デザイン案の決定に当たっては、住民の方々も入った選考委員会で最終的には選考

されたということで、また住民参加をされている話ではありますが、いま少し議会側

にも進捗の状況等、何らかお話がもうちょっとあってもいいのかなという気がしてお

りますのと、確かに住民参加した部分で、住民の方々の委員会等で決められた部分を

議会がなかなか否決しづらい可能性も下手するとややもするとあるかもわかりません

が、投資対効果というところで、客観的にやっぱり議会としてどうあるべきなのか、

これが適正な事業であるのかという部分は判断をする必要性が私はあるんであろうな

と思いますので、そういった意味で、もう少し詳細の、こんなデザインでこう動いて

いるとか、コンセプトはこうですという内容は開示があってもいいんではないのかな

という気がいたしておりますが、どのように思われるかをお聞かせをいただきたいと

思います。 

      町民バスの運行費でありましたけれども、運行費用が確定したことに伴っての減額

であったというお話でありました。そのときに、先ほど中川委員のほうからもありま

した吉岡の中でも一部のエリアでの運行のお話があった中、結果的に減額という形に

なって、それの裏概念ではないですが、補助金になる部分が、多分説明資料の18の15

款２項１目２節の地域内フィーダー系統確保維持費で一部補助金があった話が、こち
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らも76万7,000円ほど減額をされているといった部分は事業費との持ち分が減っている

部分と何らか関係性があるんであろうなと思いますので、この裏の財源になる部分の

関係性のところももう一度お伺いをしておきたいと思います。 

      あと、災害対策費のところは、28年度の数字はお持ちではなかったということであ

りましたが、28年度は1,097万7,000円でありまして、減少傾向にあって、もちろん必

要なものは準備をされているんだというお話であればそれはそれで結構であります

し、方向性としてはやはりさまざまいろんな企業さん等とどうも業務提携なり災害協

定を結ぶなりして必要なものを変に入れかえしなくても手に入るような仕組みが必要

であろうなというふうな思いもありますので、そういった形で実際に購入する予算が

減っているんですという傾向であると非常にいい傾向かなという思いもあって質問し

た次第でありました。 

      あと、耐震診断のところでありますけれども、この中に改修工事の助成金が何件か

含まれていて上下するんだというお話でありましたけれども、実際これ耐震診断を行

った結果、やっぱり補強が必要だという結果に至った場合に、補強工事、耐震工事、

耐震改修をやるまでをどんなふうにフォローされているのか。診断の結果を実際の改

修にどういうふうに生かされてフォローされているのか。事業費に関してはあくまで

も３分の１で上限30万円という話からすると、実際にお住まいになられている方々の

ほうの出費がもちろんかさむ話でしょうから、診断は受けたけれども、実際には金銭

的に、または年齢的に借り入れができなくて例えば改修工事はできないとかという方

も中にはいらっしゃると思うんですけれども、そういったところの結果をどうフォロ

ーされているのか、これから、ことしどんなふうにフォローされるご予定であるのか

をお聞かせをいただきたいと思います。 

      高等学校の通学費のほうの助成に関しては、ほぼ予算どおりで今年度も推移し始め

たということでは順調に乗ってきたのかなというふうに思います。 

      あと、三世代のほうも実際に動き出しているという話でありましたけれども、実際

に町内に住まれているその親御さん、またはその親御さん世代にＰＲする方法と子供

さんの世代にＰＲする方法と両局面のところがあると思いますので、高齢者がいるよ

うな行事でＰＲするケースとちっちゃいお子さんがいらっしゃるようなところでＰＲ

する局面と二通り必要な気がいたしますので、ぜひ事業執行に当たってはそういった

視点でＰＲを続け、従来地域が人口が減ることなく何とか維持できるような施策にし

ていただければというふうに思います。これに関しては思いだけで結構であります。

よろしくお願いします。 
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委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      それでは、浅野委員さんの再質問にお答えさせていただきます。 

      初めに、先ほどの説明に補足させていただきたいんですが、シンボルタワーの撤去

後に平成28年度において町民懇談会の場におきまして町民の皆さんからその後の跡地

利用ということでご意見を頂戴しておりました。そのときいただいた意見は、大体大

方がやはり跡地にもそういった、シンボルタワーではないですけれども、町のシンボ

ルとなるようなもの、そういったものが必要なんではないかという意見を頂戴したと

ころでございまして、それを踏まえまして町の内部で検討させていただいたというこ

とを、済みません、補足をさせていただきたいと思います。 

      それから、宮城大学にお願いをする際のコンセプトなんですけれども、意匠創作の

基本的な考え方ということで、大きく２点お示しをさせていただいております。１つ

が、デザインは大和町の地域資源に着想して表現し、町のアイデンティティー、これ

は大和町らしさであるとか大和町の特徴でございますけれども、それの確立に寄与す

るものとしますと。あともう一つが、意匠、デザインについては、その創作意図が子

供から高齢者までの年代によらず、わかりやすく多くの方に認知され、町のＰＲに寄

与するものとしますというようなことで、これだけ読みますと何か非常に大ざっぱで

捉えどころがないように思われるかと思うんですけれども、余り絞ってしまいます

と、もうやはり最初から縛りが、先ほど委員さんおっしゃったように縛りをつけてし

まうような形になってしまいますので、そういったことがないようにということで、

町長が出向いて宮城大学にお邪魔した際にも、なるたけ縛りのないような形でお願い

したいというような説明をさせていただいて、学生の皆さんの自由なアイデアを頂戴

したいというような説明をさせていただいておりました。そういった意味では、その

土地の条件とかそういったものは当然お示ししなくちゃいけない部分がありますの

で、ある程度の縛りはもちろんありますけれども、真っ白ではないんですけれども、

多少白っぽい状態でお願いはしてあるんではないのかなというふうに思ってございま

す。 

      それから、議員の皆様への情報の提示ですけれども、昨年解体の際にはご説明をさ

せていただいて、その後の町民懇談会での意見を聴取した部分もお話しをさせていた
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だいたというふうに思っております。それから、ＰＲデザイン案の募集とそれから選

考委員会等につきましては、総務常任委員会のほうに、ことしの９月議会の前の常任

委員会ですか、その際にご説明をさせていただいておりました。常任委員会のほうに

はご説明をさせていただきましたが、そのほか議員皆様には特に説明の時間は設けな

かったところでございます。その点につきましては、やや情報の提示が足りなかった

のかなというふうには思ってございます。その部分はおわびしなくちゃいけないとい

うふうに思っております。大変申しわけございませんでした。 

      来年度につきましては、先ほど申し上げましたとおり、大学と設計業者とあと町と

で詳細な設計を詰めまして、長年使うものでございますので、より親しみの湧く大和

町ならではのＰＲ施設をつくっていきたいなというふうに思っております。選考の結

果につきましては、先日河北新報等にも掲載されましたので、委員の皆さんご存じか

と思いますけれども、前のデザインを踏襲したようなものになってございますが、全

く同じものではございませんので、その辺は新しいものとして本当にリニューアルと

いうような形で設置していければなというふうに思っております。よろしくお願い申

し上げます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      それでは、浅野委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      フィーダー系統の補助関係でございます。こちらにつきましては、まず対象地区と

しまして、吉田地区、宮床地区が対象地区となるところでございます。それで、その

地区の対象人口としまして、平成27年の国勢調査の結果の人口を使っておるところで

ございます。その上で、平成29年６月に国の要綱の改正によりまして、単価並びに補

正係数、基礎定額というものが変わったところでございます。変わった部分につきま

しては、150円だった単価が120円、補正係数が0.7が0.6、基礎定額が250万円が200万

円といった部分で、法の改正によりまして補助金の部分が減額がされているといった

部分でございます。 

      あと、子育て世帯・三世代につきましては、委員さんおっしゃるとおりだと思って

おります。両面、親の側、子の側のほうからの両局面が必要な視点でＰＲをしていか

なくてはいけないんじゃないかというふうにこちらのほうでも考えておりますし、そ
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ういった機会を捉えながらＰＲのほうに努めてまいりたいと。もちろん広報なりホー

ムページでの複数回の掲載、そういったものも含めまして対応してまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、浅野委員さんのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

      この住宅耐震の診断についてでございますが、委託につきましては、毎年度対象者

が２件の診断の調査という形と、あと補助対象も２件という形で毎年度計上させてい

ただいている状況でございます。29年度につきましては、問い合わせ等、何件かござ

いましたけれども、説明等をしますと、診断の手数料については14万8,500円という形

で、ほぼ補助対象という形にはなっておりますけれども、個人負担は8,500円という形

になりますけれども、工事につきましては、その補助対象部分が29年度は低いという

形もありまして、その関係もあるのかと思いますけれども、問い合わせに来ていただ

く方は診断、助成、改築までには至っていない状況でございまして、ここ数年対象者

がいない状況でございまして、全て予算的に補正のときに減額という形でご承認をい

ただいたような状況でございます。ですので、町としましても、県としましては、県

内においてもこの耐震による助成の件数が少ない状況でございまして、県と町と連名

でＰＲ的に進めている状況でございます。 

      それとあと、先ほどの防災対策費の28年度の件でございますが、28年度の1,100、

1,000の予算につきましては、南部コミセンの防災倉庫を建設した内容でございまし

て、28年度に建設しておりまして、29年度に対してはその分減額になっている状況で

ございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      浅野俊彦君。 

 

浅野俊彦委員 

      済みません、まずシンボルタワーの件でありましたけれども、それで１つ確認をし

ておきたいのが、町民懇談会でさまざまな意見があったんだというお話でありました
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が、ちなみに何人ぐらい参加された町民懇談会の中から、ああやってやっぱり何らか

シンボルになるものがあったほうがいいんじゃないかという意見があったことで始め

られたのかというところをもう一度お伺いをしておきたいなと思います。結果的には

従来と同じような建物になったわけでありますが、従来の前にあったものがふるさと

創生資金をもとにしてＰＲしようということで、結果的にああいった建物ができたわ

けでありましたけれども、できた後に町民の方々からさまざまな意見で、「いや、あ

んなのあってどうすんだろうね」とか、結構電光掲示板とかもあったわけですが、途

中から何かふぐあいがあって使えなくなったりというところで、ＰＲ度が落ちてきた

のでそういった声が多かったのかもわかりませんけれども、結果的には比較的「ほか

の使い方もあったんじゃない、あの場所」というようなそんな意見も私はどちらかと

いうと聞いていた中、結果的には町民懇談会をもとにして同じようなものがあったほ

うがいいというので、たまたま宮城大学に出されたというお話でありましたけれど

も、デザインにかかわる話なので、別に宮城大学だけじゃなくて美術系の大学だった

り専門学校だったりもある中、余り狭めて宮城大学だけに絞ってやったこともどうな

のかなというちょっと気がしております。そういう意味で、一般の方に行政に参加し

ていただくというの、どういったケースの場合に、どういう手順または手法で入って

いただくのかというのをやっぱりある程度ガイドライン化していかないと、そういっ

た意味で、事業担当される課、または首長さん等でやり方が変わって、ややもすると

住民の皆さんの意見を通ってきた話なんだから、いやいやこれは議会で認めてくださ

いよというような風潮になりかねない部分と、いやいや最終的にもちろん議員も費用

対効果を冷静に判断をしながら時には町民の方ともすり合わせをしていって結果的に

いいものにしていきたいなという思いでそういうお話をしているんですけれども、進

め方という部分でちょっと疑問を感じるところでありましたけれども、質問として

は、先ほど申し上げたとおり、町民懇談会、何人の方ご出席で、何名ぐらいからそう

いったお話が事の発端であったのかというところを最後にお聞きをさせていただきた

いなと思います。 

      あと、バスのほう、運行費用の件は、法律改正に伴う係数なり基礎金の違いという

ところで、先ほどの回答ですと、実際の運行費用の減額が影響する話ではないという

ふうな理解をさせていただいたわけでありますけれども、来年度から福祉タクシー等

もあるわけでありますが、やはりうちの町で一番ネックな部分は、交通の便が悪いと

いう部分は、改善の余地があるやにさまざまアンケートをとっても一番考えていかな

きゃない部分だとは思いますので、動向を見ながら固定をせずに、さまざま変化でき
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る部分、予算の中で変化できる部分があれば、可能性は追及をしていただきたいなと

いうふうに思います。 

      あと、もう一件ですが、危機対策課さんに先ほどお問い合わせをさせていただい

て、私も聞き方が悪くてあれだったのかもしれませんが、お答えいただけていなかっ

たのでもう一度お伺いしたいのですが、木造住宅耐震改修工事を必要と、耐震診断さ

れた結果、耐震工事が必要ですねという判断に至った方が耐震工事をされていくとこ

ろをどういうふうにフォローされていこうとされているのかをもう一度お聞きをさせ

ていただきたいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      それでは、浅野委員さんのご質問にお答えいたします。 

      町民懇談会、平成28年度の９月に実施をいたしております。町内６カ所で開催をい

たしまして、全部で100名の方がそのときにご参加をいただいております。その中で、

シンボルタワーに関します意見につきましては、全部で９名の方から意見を頂戴した

ところでございます。全ての方からいわゆるこれまでと同じようなものというかＰＲ

施設が必要だという意見ではございませんでしたが、大方の方からはＰＲする場所に

してはどうか、ＰＲするものをつくってはどうかというような趣旨の意見を頂戴して

いるところでございます。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      まちづくり政策課長三浦伸博君。 

 

まちづくり政策課長 （三浦伸博君） 

      それではお答えをさせていただきますが、福祉タクシーも含めまして状況の変化を

注視してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 
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総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

      それでは、浅野委員さんのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

      助成対象になる、家屋の診断をしまして対象となる所有者の方々につきましては、

県と町と連名になりますか、そういった文書でＰＲして今後やっていきたいと思いま

す。以上でございます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      ほかにありませんか。14番髙平聡雄君。 

 

髙平聡雄委員 

      お尋ねします。 

      総務課長のほうに電算費関係で、パソコンを職員増に対応して買うというお話だっ

たんだけれども、それは大変結構ですけれども、そのほか、要するに執務スペース、

執務環境の備品だとか、あるいは福利厚生の範囲での備品の購入だとか、そういった

ものの計画を教えてください。 

      それと、財産管理のほうで財政課にお尋ねします。 

      30年度の予算計上で保健福祉課のほうから説明のあった、シルバー人材センターが

コミュニティセンターのほうに７月をめどにたしか事務所を移転するという説明があ

ったんですが、財政課なのか、総務課なのか、ちょっと判断つきにくいんだけれど

も、一般社団法人に対する施設利用許可、それについて今後どのように進めるのか、

事務的に考えていることを教えてください。 

      あとは、もう一つ、庁舎管理費に関連することかもしれないんですが、東日本大震

災で地盤沈下を起こして玄関脇のインターロッキングが水たまりというか池みたいな

状況にきょうもなっておりましたけれども、特に正面向かって右側ですかね、大分深

い水たまりになっているんですが、こういったものは、余震も大分落ち着いて年数も

経過したというようなことで、修繕そろそろかかってもいいのかなというふうに思う

んですが、そういったものは今年度考えていないのか、教えてください。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 
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      それでは、髙平委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

      職員がふえることによって執務環境の整備ということでございます。パソコンにつ

きましては、29年度の補正予算で措置をさせていただいておりました。新年度予算で

は特に職員増に対するものというものは措置していないところでございます。申しわ

けございません。 

      それから、福利厚生に関係する部分というところで申しますと、例えば事務室のス

ペースはもちろんなんですけれども、例えば職員がお昼を食べる厚生室であるとか、

あとはロッカーであるとか、そういった部分になるかと思います。あとは駐車場とか

も出てきますかね。その部分につきましては、ロッカー等については財政課のほうで

予算措置といいますか対応することになるのかなというふうに思ってございます。総

務課で対応する部分につきましては、広い意味では執務環境をどうするかということ

になるかと思いますが、ことしの４月に向けましては、現状のスペースで間に合うと

いうふうに判断をさせていただいて、そこに机をふえる分については配置するという

ことを考えてございます。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      それでは、髙平委員のご質問にお答えさせていただきます。 

      執務スペースの備品関係につきましては、ただいま総務課長が申し上げましたよう

に、３月補正予算で机と椅子の関係の予算は可決いただいたところで、今手配をして

いる最中というところでございます。 

      次に、財産管理費関係で吉岡コミュニティセンター、シルバー人材センターが移転

してくる関係でございます。施設の使用許可という形で許可をしていく予定としてご

ざいます。 

      あと、庁舎のインターロッキング関係でございます。災害復旧事業としましては、

震災直後にある程度の工事は実施はしておったわけで、最低限度と言っていいぐらい

の復旧工事でございましたけれども、その後につきましては、それ以上のことは今ま

ではやってきていない状況でございまして、30年度の予算におきましても、そのイン

ターロッキング部分の工事は、計上は今のところはいたしてございません。ただ、私

どもも雨降ったときの状況はちょっと気にはしておりまして、あと可能であれば、執
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行残とかそういったものを見ながら、金額にもよるんでしょうけれども、そこら辺予

算の範囲内で可能であれば考慮はしていきたいなというふうには考えてございます。

よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      髙平聡雄君。 

 

髙平聡雄委員 

      執務室とあとは福利厚生関係のお話で、補正予算で上げたということ以外のことに

ついては、特段じゃ考えていないということですよね。短期的にはスペースが間に合

うというふうな今説明あったんだけれども、今後も職員をふやす計画になるわけでし

ょう。定数が足りないという前提があって考えていることなわけですから。これ、そ

ういうスペースの確保だとかという議論を物品の購入だけでなくて議論しなくていい

のかということですよ。８年前に建てた状況の職員の状況と現在で大きく違うのは、

女性、男性の構成比が大きく違ってきているわけですよね。そういった中で、ここに

はほとんど、数名女性いらっしゃいますけれども、執務室のほうは女性相当最近多い

ですよね。そうすると、特に福利厚生関係で、女性に配慮した施設整備というのは急

がれるんじゃないのかなというふうに思うんです。ですから、そういう備品をどうし

ようこうしようという前提、それ以前に、やっぱり前からも話あるように、執務室の

拡大だとか、あるいは共有スペースの割合を考え直すだとか、そういうことを考える

余裕が現在はないと思うので、この際、予算審議ではありますが、今後の協議をする

会議の席上にそれを優先事項として上げてほしいというふうに思うんですが、見解を

求めたいと思います。 

      それと、シルバー人材センターは使用許可ということで考えているということです

ね。これは、任意団体ではなくて要するに法人ですから、それが使用許可という範囲

でとどまっていいものかどうか、その見解をお尋ねをします。 

      それと、インターロッキングについては、けさなんかは相当やっぱり支障が出るよ

うな、特にあそこは車椅子の駐車場の場所ですから、やっぱり早くあれは直すべきじ

ゃないかなと。まさかよもや震災遺構としてあそこをそのままにしておくだとかいう

ことではないでしょうから、それは執行残が残った云々ではなくて早急に改善すべき

と思いますが、いかがでしょうか。 
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委 員 長 （堀籠日出子君） 

      総務課長櫻井和彦君。 

 

総務課長 （櫻井和彦君） 

      お答えいたします。 

      男女の比率のようなお話ございましたが、昨年の４月で、男と女の割合が、男が

57.9％、女が42.1％なんです。そのほか例えば臨時の職員の方々とかそういったもの

も含めるとほぼ半々ぐらいなのかなというふうに感じておるところでございますけれ

ども、髙平委員さんおっしゃいますとおり、人もふえておりますし、機械もふえてお

りますし、やはり８年前とは大分状況違ってきておりますので、やはり検討の時期に

は入ってきているのかなというふうに思っておるところでございます。以上でござい

ます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

      シルバー人材センターの移転に関してでございます。シルバー人材センターの公益

法人に移行するようなお話も聞いておりますし、かなり公共性の高い団体だというこ

とで、使用許可という形での使用を考えているところでございます。あと、詳細につ

きましては、これから打ち合わせした上でということにはなってまいりますけれど

も、条例の規定に従った形で許可を出していきたいなというふうには考えておりま

す。 

      あと、最後の庁舎のインターロッキング関係でございますけれども、現状を再度確

認させていただきまして、早い対応をできるように考えてはいきたいと存じます。た

だ、金額的に幾らかかるか、これから見積もりなりをしなくちゃいけないものですか

ら、その金額を見た上で判断をさせていただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      髙平聡雄君。 
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髙平聡雄委員 

      総務課長のほうからは精いっぱいのご答弁をいただいたんだけれども、検討する時

期に来たと考えておりますというようなお話ではなくて、これは検討しなきゃないと

いうことが前提だと思います。それももう短期的な対応の次のぐらいの時間的な余裕

しかないと思いますので、総務課長の隣にお座りの方にもう一歩踏み込んだこのこと

に対する町としてのスタンスを示していただきたいと思います。 

      それと、シルバー人材センターの件について、私が多少心配しているのは、あそこ

にもともと法務局の事務所を移転するときに指摘をさせていただいて、目的外使用に

ならないかというようなことで、あそこは昔の経済産業省の補助金で建てた建物なの

で、今回の場合は厚生労働省関係の広い意味ではシルバー人材センター組織が使うよ

うになるわけで、そのときには賃貸借契約ではなくて覚書ということで最終的には貸

し借りをしたという経過があるんです。ですから、それのような、後から指摘を受け

ないような検討を加えて良好な環境でお使いいただくように協議を進めてくださいと

いうことです。 

      インターロッキングについては、あそこはやっぱり玄関、大和町の顔ですから、例

えば以前あった窓ガラスに投石を受けて傷ついたから直しただとかというようなこと

と同じように、あれは早くお化粧をする必要があるのではないかということで、指摘

をしておきます。見解を求めます。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      副町長浅野喜高君。 

 

副町長 （浅野喜高君） 

      職員のスペース等、いろいろ総務課長が答えたとおりでございますが、実は職員の

意見交換会の際にも、やはり今女性の方が大分、先ほど約５割というご返答をさせて

いただきましたが、そういった意味からも、更衣室も、ことしは更衣室、女性の更衣

室は間に合うんですが、やはり徐々に更衣室等も足りなくなる状況にあります。です

から、30年度中にはやはり検討して、どういった形がいいのか、その辺検討していき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      財政課長千坂俊範君。 
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財政課長 （千坂俊範君） 

      それでは、再度答弁させていただきます。 

      吉岡コミセンの使用に関しましては、あそこに法務局の証明書の発行所ができまし

た経緯まで確認はしてございませんでしたので、その辺の経緯も確認した上対応を図

ってまいりたいというふうに考えてございます。 

      あと、庁舎インターロッキングに関しましては、現状を再度調査した上で対処して

まいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

委 員 長 （堀籠日出子君） 

      ほかに質問する方何人おりますか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      ないようですから、これで総務課、まちづくり政策課、財政課の所管の予算につい

ては質疑を終わります。 

      ご苦労さまでした。 

      この後の現地調査について局長から説明させます。 

 

議会事務局長 （後藤良春君） 

      それでは、現地調査について説明させていただきます。 

      計画では14時10分に役場出発だったんですけれども、10分ほど全部繰り下げまして

実施したいと思います。それでは、時間はちょっと割愛させていただきまして、場所

の説明をさせていただきます。最初に14時25分に１階ロビーにお集まり願いたいと思

います。最初に橋梁の架設工事であります高田中央橋下部の工事部分、次に生涯学習

課が管理しております総合運動公園テニスコートの改修工事及び防風ネット工事、続

きまして宮床の児童館建設事業、次に子育て支援住宅鶴巣部分、その次に子育て支援

住宅事業であります落合地区というふうな順番で進めてまいりますので、ひとつよろ

しくお願いいたします。それでは、１階のほうにお集まり願いたいと思います。以上

でございます。 

         午後２時０９分  散 会 

 


